
所得税法等の改正

第一　所得税の見直し関係の改正
1　基礎控除の改正

⑴　基礎控除の控除額の改正
①　基礎控除について、合計所得金額が2,350万円以下である個人の控除

額を 4 万円引き上げることとされました。
②　上記①の改正に伴い、給与所得の源泉徴収税額表（月額表、日額表）

及び賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表の見直し並びに公的年金等
に係る源泉徴収税額の計算の際に公的年金等の金額から控除される金額
の引上げ等を行うこととされました。

⑵　令和 7 年分以後の各年分の基礎控除等の特例（改正後：令和 8 年分以後
の各年分の基礎控除等の特例）の改正
①　令和 8 年分以後の各年分における居住者のその年分の合計所得金額が

655万円（令和10年分以後の各年分にあっては、132万円）以下である場
合の基礎控除の控除額の加算額を次に掲げる年分の区分に応じそれぞれ
次に定める金額とすることとされました。
イ　令和 8 年分及び令和 9 年分……次に掲げる場合の区分に応じそれぞ

れ次に定める金額
イ　その居住者のその年分の合計所得金額が489万円以下である場合

……42万円
ロ　その居住者のその年分の合計所得金額が489万円を超える場合

…… 5 万円
　　ロ　令和10年分以後の各年分……37万円

②　上記①の改正に伴い、令和 9 年における公的年金等に係る源泉徴収税
額の計算の際に公的年金等の金額から控除される金額の引上げ等を行う
こととされました。

⑶　令和 8 年における公的年金等に係る源泉徴収税額の充当・還付
　居住者に対し、特定公的年金等の支払者が令和 8 年12月 1 日以後その年
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最後に特定公的年金等の支払をする場合において、特定公的年金等に係る
所得税の額の合計額が、同日以後その年最後に特定公的年金等の支払をす
る時の現況により計算した基礎控除の控除額の引上げに伴う改正を加味し
た税額に比し超過額があるときは、その超過額は、同日以後その年最後に
特定公的年金等の支払をする際徴収すべき所得税に充当しなければならな
いこととされ、なお充当しきれない超過額（過納額）があるときは、その
支払者は、その過納額を還付することとされました。

2 　給与所得控除の改正
⑴　給与所得控除の最低保障額の引上げ

①　給与所得控除について、65万円の最低保障額を69万円に引き上げるこ
ととされました。

②　上記①の改正に伴い、給与所得の源泉徴収税額表（月額表、日額表）、
賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表及び年末調整等のための給与所
得控除後の給与等の金額の表等について所要の改正が行われました。

⑵　給与所得控除の最低控除額等の特例の創設
①　令和 8 年又は令和 9 年における給与等の収入金額が220万円以下であ

る場合の給与所得控除額は、74万円とすることとされました。
②　上記①の措置に伴い、給与所得の金額及び給与所得者の特定支出の控

除の特例の適用がある場合における給与所得の金額の計算等につき所要
の調整措置を講ずることとされました。

3 　基礎控除の改正に伴う所得税法関係の改正
⑴　雑損控除

　雑損控除の対象となる資産を有する親族に係る総所得金額等の要件を62
万円以下（改正前：58万円以下）に引き上げることとされました。

⑵　ひとり親控除
　ひとり親に該当するかどうかの判定におけるその者と生計を一にする子
に係る総所得金額等の要件を62万円以下（改正前：58万円以下）に引き上
げることとされました。

⑶　勤労学生控除
　勤労学生の合計所得金額要件を89万円以下（改正前：85万円以下）に引
き上げることとされました。

⑷　配偶者控除
　同一生計配偶者の合計所得金額要件を62万円以下（改正前：58万円以
下）に引き上げることとされました。

⑸　扶養控除
　扶養親族の合計所得金額要件を62万円以下（改正前：58万円以下）に引
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き上げることとされました。
4 　ひとり親控除の改正

⑴　ひとり親控除について、控除額を38万円（改正前：35万円）に引き上げ
ることとされました。

⑵　上記⑴の改正に伴い、公的年金等に係る源泉徴収税額の計算の際に公的
年金等の金額から控除される金額の引上げを行うこととされました。

第二　金融・証券税制の改正
1　金融商品取引法等の改正に伴う所得税法における暗号資産関係の改正

⑴　譲渡所得の金額の計算等
①　譲渡益の計算

　譲渡所得の譲渡益の計算を行う場合において、短期譲渡所得、長期譲
渡所得又は暗号資産の譲渡による所得（以下「暗号資産譲渡所得」とい
います。）のうちいずれかの所得に係る不足額が生じているときは、暗
号資産譲渡所得の残額、短期譲渡所得の残額又は長期譲渡所得の残額か
ら順次控除することとされました。

②　譲渡所得の特別控除額
　譲渡所得の特別控除額は、譲渡益のうち、短期譲渡所得に係る部分の
金額と長期譲渡所得に係る部分の金額との合計額が50万円に満たない場
合には、その合計額とされました。

⑵　棚卸資産の贈与等の場合の総収入金額算入
　棚卸資産に準ずる資産の範囲に含まれている暗号資産について、事業所
得の基因となる暗号資産に限ることとされました。

⑶　暗号資産の譲渡原価等の計算及びその評価の方法
　居住者の暗号資産につきその者の譲渡所得の金額の計算上取得費に算入
する金額を算定する場合におけるその算定の基礎となるその年12月31日に
おいて有する期末暗号資産の価額は、その者が暗号資産について選定した
評価の方法により評価した金額（評価の方法を選定しなかった場合又は選
定した評価の方法により評価しなかった場合には、法定評価方法により評
価した金額）とされました。

⑷　生活に通常必要でない資産の災害による損失
　災害等により生活に通常必要でない資産について受けた損失の金額につ
いて、暗号資産譲渡所得の金額、短期譲渡所得の金額又は長期譲渡所得の
金額の計算上順次控除すべき金額とすることとされました。

⑸　損益通算
　暗号資産の譲渡による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額につい
ては、他の各種所得の金額からの控除（損益通算）ができないこととされ
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ました。
　また、損益通算を行う際の譲渡所得の金額から控除する順序については、
短期譲渡所得又は暗号資産譲渡所得に係る部分の譲渡所得の金額からまず
控除することとされました。

⑹　延払条件付譲渡に係る所得税額の延納
　延払条件付譲渡に係る税額の計算について、短期譲渡所得又は暗号資産
譲渡所得に係る部分と長期譲渡所得に係る部分のそれぞれにつき計算をす
ることとされました。

2 　完全子法人株式等に係る配当等の課税の特例の改正
　マンションの建替え等の円滑化に関する法律の改正に伴い、本特例の適用
対象外となる内国法人の範囲について、次の措置が講じられました。
⑴　マンションの再生等の円滑化に関する法律に規定するマンション除却組

合が追加されました。
⑵　マンション建替組合及びマンション敷地売却組合のマンション再生組合

及びマンション等売却組合への改組後も、引き続き、本特例の適用対象外
となる内国法人とされました。

3 　償還金等の支払調書の改正
　マンションの建替え等の円滑化に関する法律の改正に伴い、交付を受ける
償還金等が支払調書制度の対象となる内国法人の範囲について、次の措置が
講じられました。
⑴　マンションの再生等の円滑化に関する法律に規定するマンション除却組

合が追加されました。
⑵　マンション建替組合及びマンション敷地売却組合のマンション再生組合

及びマンション等売却組合への改組後も、引き続き、交付を受ける償還金
等が支払調書制度の対象となる内国法人とされました。

第三　その他の改正
1　学校教育法等の改正に伴う所得税法等の整備

⑴　勤労学生控除（勤労学生の範囲）の改正
①　勤労学生の範囲に、修業期間が 1 年以上であること等の要件を満たす

専修学校の専攻科の課程を履修する学生が追加されました。
②　勤労学生の対象となる専修学校の課程の授業時間数に係る要件につい

て、専門課程の要件を単位数に係る要件（年平均31単位以上等（改正
前：年800時間以上等））とする等の見直しがされました。

⑵　寄附金控除の改正
　特定公益増進法人のうち学校及び一定の専修学校の設置を主たる目的と
する学校法人並びに一定の専修学校の設置を主たる目的とする準学校法人
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の範囲について、対象となる専修学校の要件のうち専門課程に係る要件が、
その修業期間を通ずる単位数が62単位以上であるもの（改正前：その修業
期間を通ずる授業時間数が1,700時間以上であるもの）とされました。

2 　減価償却資産の範囲の改正
　減価償却資産の範囲に、無形固定資産として貯留権が追加されました。
3 　非課税所得の改正

⑴　交通用具使用者の通勤手当の非課税限度額が次のとおり引き上げられま
した。

通勤距離の区分
課税されない金額（非課税限度額）

改正前 改正後

片道 2 ㎞未満 （全額課税） 改正前と同じ

片道 2 ㎞以上10㎞未満 4,200円 改正前と同じ

片道10㎞以上15㎞未満 7,100円 7,300円

片道15㎞以上25㎞未満 12,900円 13,500円

片道25㎞以上35㎞未満 18,700円 19,700円

片道35㎞以上45㎞未満 24,400円 25,900円

片道45㎞以上55㎞未満 28,000円 32,300円

片道55㎞以上65㎞未満 31,600円 38,700円

片道65㎞以上75㎞未満 － 45,700円

片道75㎞以上85㎞未満 － 52,700円

片道85㎞以上95㎞未満 － 59,600円

片道95㎞以上 － 66,400円

⑵　駐車場等利用者の通勤手当の非課税限度額は、上記⑴の通勤距離の区分
に応じた非課税限度額と駐車場等料金相当額との合計額等とされました。

⑶　ノルウェー科学文学アカデミーからアーベル賞として交付される金品に
ついて、所得税を課さないこととされました。

4 　公的年金等に係る雑所得の見直し
⑴　給与等の収入金額及び公的年金等の収入金額を有する者について、その

年中の給与所得控除額とその年中の公的年金等控除額との合計額が280万
円を超える場合には、その公的年金等控除額からその超える部分の金額を
控除することとされました。

⑵　給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除の控除
額の計算の基礎となるその者の公的年金等に係る雑所得の金額は、上記⑴
の規定の適用がある場合には、その適用がないものとして計算した金額と
することとされました。
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5 　移転等の支出に充てるための交付金の総収入金額不算入制度の改正
　この制度の対象となるやむを得ない事由の範囲に、マンションの再生等の
円滑化に関する法律の規定による賃貸借の終了及び配偶者居住権の消滅が追
加されました。
6 　貸倒引当金制度の改正

　個別評価貸金等に係る貸倒引当金の繰入事由のうち、貸金等に係る債務者
について生じた更生計画認可の決定、再生計画認可の決定等に基づいてその
弁済を猶予され、又は賦払により弁済されることに、貸金等に係る債務者に
ついて円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整
の手続等に関する法律の規定により権利変更決議の効力が生じたことにより
その貸金等の弁済を猶予され、又は賦払により弁済されることが追加されま
した。
7 　確定申告書の添付書類に関する改正

　確定申告書の提出の際に、小規模企業共済等掛金控除等に係る控除証明書
等の添付又は提示に代えて、これらの証明書の記載事項を記載した明細書を
添付できる措置の対象に、社会保険料控除（国民年金法の規定により被保険
者として負担する国民年金保険料及び国民年金基金の加入員として負担する
掛金に係るものに限ります。）の適用を受ける場合が追加されました。
8 　確定拠出年金制度等の拡充に伴う改正

　確定拠出年金法等の改正に伴い、確定拠出年金制度等について次の見直し
が行われました。
⑴　企業型確定拠出年金におけるマッチング拠出について、企業型年金加入

者掛金の額は事業主掛金の額を超えることができないとする要件が廃止さ
れました。

⑵　個人型確定拠出年金（以下「iDeCo」といいます。）について、60歳以
上70歳未満であって改正前の iDeCo に加入できない者のうち、iDeCo 加
入申出の日の前日においてiDeCoの加入者若しくは運用指図者であった者、
企業型確定拠出年金の個人別管理資産を iDeCo に移換した者又は確定給
付企業年金の脱退一時金相当額等を iDeCo に移換しようとする者等であ
って、老齢基礎年金及び iDeCo の老齢給付金を受給していない者（以下

「第 5 号加入者」といいます。）が新たに加入対象者とされました。
⑶　企業型確定拠出年金の拠出限度額が次のとおり引き上げられました。

①　確定給付企業年金等の他制度に加入していない者……月額6.2万円（改
正前：月額5.5万円）

②　確定給付企業年金制度等の他制度に加入している者（以下「他制度加
入者」といいます。）……月額6.2万円（改正前：月額5.5万円）から他制
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度掛金相当額を控除した額
⑷　iDeCo の拠出限度額が次のとおり引き上げられました。

①　第 1 号加入者及び第 4 号加入者……月額7.5万円（国民年金基金の掛
金額等と合算）（改正前：月額6.8万円）

②　第 2 号加入者で iDeCo のみに加入する者……月額6.2万円（改正前：
月額2.3万円）

③　第 2 号加入者で企業型確定拠出年金のみに加入する者……月額6.2万
円から事業主掛金の額を控除した額（改正前：月額 2 万円（事業主掛金
の額が月額3.5万円を超える場合は、その超えた額を 2 万円から控除し
た額））

④　第 2 号加入者で企業型確定拠出年金加入者及び他制度加入者である者
……月額6.2万円から他制度掛金相当額にその事業主掛金の額を加えた
額を控除した額（改正前：月額 2 万円（他制度掛金相当額にその事業主
掛金の額を加えた額が月額3.5万円を超える場合は、その超えた額を 2
万円から控除した額））

⑤　第 2 号加入者で他制度のみに加入する者……月額6.2万円から他制度
掛金相当額を控除した額（改正前：月額 2 万円（他制度掛金相当額が月
額3.5万円を超える場合は、その超えた額を 2 万円から控除した額））

⑥　第 2 号加入者で第 2 号厚生年金被保険者若しくは第 3 号厚生年金被保
険者である場合……月額6.2万円から共済掛金相当額を控除した額（改
正前：月額 2 万円（共済掛金相当額が月額3.5万円を超える場合は、そ
の超えた額を 2 万円から控除した額））

⑦　第 5 号加入者……上記②から⑥までの「第 2 号加入者」を「第 5 号加
入者」とした場合における各金額

⑸　国民年金基金の掛金額の上限が月額7.5万円（iDeCo の掛金額等と合算）
（改正前：月額6.8万円）に引き上げられました。

⑹　農業者年金の保険料の額の上限が7.4万円（改正前：6.7万円）に引き上
げられました。

防衛特別所得税の創設等

1　防衛特別所得税の創設
　「防衛特別所得税」が創設され、防衛特別所得税の額は、個人の令和 9 年
分以後の各年分の基準所得税額又は法人の令和 9 年 1 月 1 日以後の基準所得
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税額に、それぞれ 1 ％の税率を乗じて計算した金額とされました。
2 　復興特別所得税の改正

⑴　復興特別所得税の税率について、1.1％（改正前：2.1％）に引き下げる
こととされました。

⑵　復興特別所得税の課税期間について、令和29年まで（改正前：令和19年
まで）とされました。

租税特別措置法等（所得税関係）の改正

第一　住宅・土地税制の改正
1　住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除制度（住宅ローン税額控
除）等の改正
⑴　住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除について、適用期限が

令和12年12月31日まで 5 年延長されるとともに、次の措置が講じられまし
た。
①　個人が居住用家屋の新築等（特定居住用家屋に係るものを除きます。）、

買取再販住宅の取得、既存住宅の取得（買取再販住宅の取得を除きま
す。）若しくは住宅の増改築等をして、これらの家屋を令和 8 年から令
和12年までの間に居住の用に供した場合（②の場合を除きます。）又は
個人が対象エネルギー消費性能向上住宅の新築等をして、その対象エネ
ルギー消費性能向上住宅を令和10年から令和12年までの間に居住の用に
供した場合の住宅借入金等の年末残高の限度額（借入限度額）、控除率
及び控除期間は次のとおりとされました。

居住年 借入限度額 控除率 控除期間

令和 8 年～令和12年 2,000万円 0.7％ 10年

②　個人が認定住宅等の新築等又は買取再販認定住宅等の取得をして、こ
れらの認定住宅等を令和 8 年から令和12年までの間に居住の用に供した
場合の住宅借入金等の年末残高の限度額（借入限度額）、控除率及び控
除期間は次のとおりとされました。
　また、個人がエネルギー消費性能向上住宅に係る買取再販認定住宅等
の取得をして、そのエネルギー消費性能向上住宅を令和10年から令和12
年までの間に居住の用に供した場合の借入限度額は2,000万円と、控除
率は0.7％と、控除期間は13年とされました。
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住宅の区分 居住年 借入限度額 控除率 控除期間

認定住宅
令和 8 年～令和12年

4,500万円

0.7％ 13年特定エネルギー消費性能向上
住宅 3,500万円

エネルギー消費性能向上住宅 令和 8 年・令和 9 年 2,000万円

③　個人が既存認定住宅等の取得をして、これらの認定住宅等を令和 8 年
から令和12年までの間に居住の用に供した場合の住宅借入金等の年末残
高の限度額（借入限度額）、控除率及び控除期間は次のとおりとされま
した。

住宅の区分 居住年 借入限度額 控除率 控除期間

認定住宅

令和 8 年～令和12年
3,500万円

0.7％ 13年特定エネルギー消費性能向上
住宅

エネルギー消費性能向上住宅 2,000万円

④　特例対象個人が、認定住宅等の新築等又は買取再販認定住宅等の取得
をし、かつ、これらの認定住宅等（特例認定住宅等を除きます。）を令
和 8 年から令和12年までの間に居住の用に供した場合の住宅借入金等の
年末残高の限度額（借入限度額）は次のとおりとすることができること
とされました。
　また、特例対象個人がエネルギー消費性能向上住宅に係る買取再販認
定住宅等の取得をして、そのエネルギー消費性能向上住宅を令和10年か
ら令和12年までの間に居住の用に供した場合の借入限度額は3,000万円
とすることができることとされました。

住宅の区分 居住年 借入限度額

認定住宅
令和 8 年～令和12年

5,000万円

特定エネルギー消費性能向上住宅 4,500万円

エネルギー消費性能向上住宅 令和 8 年・令和 9 年 3,000万円

⑤　特例対象個人が、既存認定住宅等の取得をし、かつ、その認定住宅等
（特例認定住宅等を除きます。）を令和 8 年から令和12年までの間に居住
の用に供した場合の住宅借入金等の年末残高の限度額（借入限度額）は
次のとおりとすることができることとされました。
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住宅の区分 居住年 借入限度額

認定住宅

令和 8 年～令和12年
4,500万円

特定エネルギー消費性能向上住宅

エネルギー消費性能向上住宅 3,000万円

⑥　東日本大震災の被災者等に係る住宅ローン税額控除の控除額に係る特
例
　住宅被災者が、住宅の新築取得等をし、かつ、その住宅の新築取得等
をした居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋又は認
定住宅等を令和 8 年から令和12年までの間に居住の用に供した場合（再
建住宅にあっては、従前住宅を居住の用に供することができなくなった
日以後最初に居住の用に供した場合に限ります。）の住宅借入金等の年
末残高の限度額（借入限度額）、控除率及び控除期間は次のとおりとさ
れました。
イ　住宅の新築取得等が認定住宅等の新築等又は買取再販認定住宅等の

取得に該当する場合の住宅借入金等の年末残高の限度額（借入限度
額）、控除率及び控除期間は次のとおりとされました。
　なお、住宅被災者がエネルギー消費性能向上住宅に係る買取再販認
定住宅等の取得をして、そのエネルギー消費性能向上住宅を令和10年
から令和12年までの間に居住の用に供した場合の借入限度額は3,000
万円と、控除率は0.9％と、控除期間は13年とされました。

住宅の区分 居住年 借入限度額 控除率 控除期間

認定住宅
令和 8 年～令和12年

4,500万円 0.9％ 13年
特定エネルギー消費性能
向上住宅

エネルギー消費性能向上
住宅 令和 8 年・令和 9 年

ロ　住宅の新築取得等が既存認定住宅等の取得に該当する場合の住宅借
入金等の年末残高の限度額（借入限度額）、控除率及び控除期間は次
のとおりとされました。

住宅の区分 居住年 借入限度額 控除率 控除期間

認定住宅

令和 8 年～令和12年
3,500万円

0.9％ 13年
特定エネルギー消費性能
向上住宅

エネルギー消費性能向上
住宅 3,000万円

ハ　住宅の新築取得等がイ及びロに該当する場合以外の場合の住宅借入
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金等の年末残高の限度額（借入限度額）、控除率及び控除期間は次の
とおりとされました。
　また、住宅被災者が対象エネルギー消費性能向上住宅の新築又は対
象エネルギー消費性能向上住宅で建築後使用されたことのないものの
取得をして、その対象エネルギー消費性能向上住宅を令和10年から令
和12年までの間に居住の用に供した場合の借入限度額は4,500万円と、
控除率は0.9％と、控除期間は10年とされました。

居住年 借入限度額 控除率 控除期間

令和 8 年～令和12年 3,000万円 0.9％ 10年

⑦　特例対象個人に該当する住宅被災者が認定住宅等の新築取得等をした
認定住宅等（特例認定住宅等を除きます。）を令和 8 年から令和12年ま
での間に居住の用に供した場合の住宅借入金等の年末残高の限度額（借
入限度額）は次のとおりとすることができることとされました。
イ　住宅の新築取得等が認定住宅等の新築等又は買取再販認定住宅等の

取得に該当する場合の住宅借入金等の年末残高の限度額（借入限度
額）は次のとおりとすることができることとされました。
　また、特例対象個人に該当する住宅被災者がエネルギー消費性能向
上住宅に係る買取再販認定住宅等の取得をして、そのエネルギー消費
性能向上住宅を令和10年から令和12年までの間に居住の用に供した場
合の借入限度額は4,000万円とすることができることとされました。

住宅の区分 居住年 借入限度額

認定住宅
令和 8 年～令和12年

5,000万円特定エネルギー消費性能向上住宅

エネルギー消費性能向上住宅 令和 8 年・令和 9 年

ロ　住宅の新築取得等が既存認定住宅等の取得に該当する場合の住宅借
入金等の年末残高の限度額（借入限度額）は次のとおりとすることが
できることとされました。

住宅の区分 居住年 借入限度額

認定住宅

令和 8 年～令和12年
4,500万円

特定エネルギー消費性能向上住宅

エネルギー消費性能向上住宅 4,000万円

⑵　個人が、国内において、特例既存住宅の取得（特例買取再販住宅の取得
を除きます。）、特例買取再販住宅の取得又はその者の居住の用に供する家
屋の特例増改築等をした場合には、この制度を適用することができること
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とされ、個人が、国内において、特例認定住宅等の新築若しくは特例認定
住宅等で建築後使用されたことのないものの取得、特例買取再販認定住宅
等の取得又は特例既存認定住宅等の取得をした場合には、この制度を適用
することができることとされました。ただし、その者の控除期間のうち、
その年分の所得税に係る合計所得金額が1,000万円を超える年については、
適用しないこととされました。

⑶　個人が、国内において、対象外エネルギー消費性能向上住宅の新築又は
対象外エネルギー消費性能向上住宅で建築後使用されたことのないものの
取得をして、その対象外エネルギー消費性能向上住宅を令和10年 1 月 1 日
以後に居住の用に供した場合には、この制度の適用ができないこととされ
ました。
　また、個人が、国内において、対象エネルギー消費性能向上住宅の新築
又は対象エネルギー消費性能向上住宅で建築後使用されたことのないもの
の取得をして、その対象エネルギー消費性能向上住宅を令和10年 1 月 1 日
以後に居住の用に供した場合には、「認定住宅等に係る住宅ローン税額控
除の特例」の適用ができないこととされました。

⑷　個人が、災害危険区域等内において、居住用家屋若しくは認定住宅等の
新築（特定建替えを除きます。）をし、又はこれらの家屋で建築後使用さ
れたことのないものの取得をした場合におけるこれらの家屋（これらの家
屋の一部が災害危険区域等内にある場合におけるこれらの家屋を含みます。
以下これらの家屋を「居住用家屋等」といいます。）を令和10年 1 月 1 日
以後に居住の用に供したときは、本特例の適用ができないこととされまし
た。ただし、その居住用家屋等に係る建築確認を受けた時において、その
居住用家屋等の建築をする土地の全部が災害危険区域等外にあった場合は、
本特例の適用ができることとされました。

⑸　エネルギー消費性能向上住宅の範囲に、いわゆる気候風土適応住宅が加
えられました。

2 　土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例の改正
　適用除外措置の対象となる個人が優良住宅の認定を受けて新築した住宅の
敷地の用に供された1,000㎡以上の一団の宅地のその個人による譲渡及び個
人が優良住宅の認定を受けて新築した住宅の敷地の用に供された1,000㎡未
満の一団の宅地のその個人による譲渡に係る都道府県知事等の認定基準のう
ち住宅の建築費の単価基準について、その建設される耐火構造を有する住宅
に係る建築費の単価基準が160万円 /3.3㎡以下（改正前：100万円 /3.3㎡以
下）に引き上げられた上で、その適用停止期間が令和11年 3 月31日まで 3 年
延長されました。
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3 　優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税
の特例の改正
⑴　適用対象に、承認地域経済牽

けん

引事業用地整備を行う承認地域経済牽引事
業用地整備者に対する土地等の譲渡で、その譲渡に係る土地等がその承認
地域経済牽引事業用地整備の用に供されるものが追加されました。

⑵　マンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部改正に伴う改正
①　適用対象に、マンション再生法の売渡し請求若しくは買取り請求又は

マンション再生法の権利変換を希望しない旨の申出に基づくマンション
再生事業（良好な居住環境の確保に資する一定のマンション再生事業に
限ります。）の施行者に対する土地等（隣接施行敷地権に係るもの及び
施行底地権に係るものを除きます。）の譲渡が追加されました。

②　適用対象に、建替前マンション又は滅失したマンションで再建敷地の
上に存していたものが一定の建築物に該当し、かつ、再生後マンション
の延べ面積が当該建替前マンション又は当該滅失したマンションの延べ
面積以上であるマンション再生事業（良好な居住環境の確保に資する一
定のマンション再生事業に限ります。）の施行者に対する土地等（隣接
施行敷地権に係るものに限ります。）の譲渡で、これらの譲渡に係る土
地等がこれらのマンション再生事業の用に供されるものが追加されまし
た。

③　適用対象に、マンション再生法の売渡し請求に基づくマンション等売
却事業（当該マンション等売却事業に係る認定除却等計画その他一定の
計画に、マンションを除却した後の土地又は売却敷地に新たに建築され
るマンション（良好な居住環境を備えたものとして一定のものに限りま
す。）に関する事項、これらの土地において整備される道路、公園、広
場その他の公共の用に供する施設に関する事項その他の一定の事項の記
載があるものに限ります。）を実施する者に対する土地等の譲渡又は当
該マンション等売却事業に係る認可を受けた分配金取得計画に基づく当
該マンション等売却事業を実施する者に対する土地等の譲渡で、これら
の譲渡に係る土地等がこれらのマンション等売却事業の用に供されるも
のが追加されました。

④　マンション再生事業における再生後マンション及びマンション等売却
事業に係る新たに建築されるマンションについて、単身者等以外の者が
入居すべき住戸の床面積要件が40㎡以上に引き下げられました。

⑶　個人が、次に掲げる土地等の譲渡に該当するものをした場合において、
その譲渡をした土地等がその譲渡をした時において地すべり防止区域、急
傾斜地崩壊危険区域、土砂災害特別警戒区域又は浸水被害防止区域内にあ
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るときは、当該土地等の譲渡は、優良住宅地等のための譲渡又は確定優良
住宅地等予定地のための譲渡に該当しないものとみなされることとされま
した。
①　都市計画法の開発許可を受けて住宅建設の用に供される一団の宅地の

造成を行う者に対する土地等の譲渡
②　都市計画法の開発許可を要しない住宅建設の用に供される一団の宅地

の造成を行う者に対する土地等の譲渡
③　都市計画区域内における一定の一団の住宅又は中高層耐火共同住宅の

建設を行う者に対する土地等の譲渡
⑷　都市計画区域内において一定の一団の住宅又は中高層耐火共同住宅の建

設の用に供するための土地等の譲渡に係る措置における建築費の単価基準
について、その建設される耐火構造を有する住宅に係る建築費の単価基準
が160万円 /3.3㎡以下（改正前：100万円 /3.3㎡以下）に引き上げられまし
た。

⑸　適用対象から、防災再開発促進地区の区域内における認定建替計画に従
って建築物の建替えの事業を行う認定事業者に対する土地等の譲渡が除外
されました。

⑹　適用期限が令和10年12月31日まで 3 年延長されました。
4 　収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例の改正

　児童福祉法の小規模保育事業の定義の見直しが行われることに伴い、簡易
証明制度の対象とされている小規模保育事業の用に供する施設に係る部分に
ついて、地方公共団体又は社会福祉法人が設置する保育を必要とする児童で
あって満 3 歳以上のものを保育することを目的とする一定の施設が追加され
ました。
5 　換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例の改正

⑴　個人が、その有する資産（再生前マンションに関する権利及びその敷地
利用権並びに再建敷地の敷地共有持分等に限ります。）についてマンショ
ン再生事業が施行され、その資産に係る権利変換により再生後マンション
に関する権利を取得する権利又はその再生後マンションに係る敷地利用権
を取得したときは、その権利変換により譲渡した資産の譲渡はなかったも
のとみなすこととされました。

⑵　適用対象となる資産にマンション再生法に規定する敷地共有持分等が追
加されました。

6 　特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の1,500万円特別控
除の改正
⑴　適用対象となるマンション建替事業が施行された場合において、やむを
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得ない事情により、マンションの建替え等の円滑化に関する法律の権利変
換により補償金を取得するとき、又は土地等が同法の買取請求等により買
い取られるときについて、対象となる事業がマンション再生事業とされま
した。

⑵　適用対象となるマンション敷地売却事業に係る措置について、通行障害
既存耐震不適格建築物に該当するマンションの敷地の用に供されている土
地等につきマンション敷地売却事業又はマンション除却敷地売却事業が実
施された場合において、その土地等に係る分配金取得計画に基づき分配金
を取得するとき、又はその土地等が売渡し請求により買い取られるときが
本特例の対象とされました。

7 　低未利用土地等を譲渡した場合の100万円特別控除の改正
　適用期限が令和10年12月31日まで 3 年延長されました。
8 　特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例の
改正
　買換資産が建築後使用されたことのない家屋で、その家屋を令和10年 1 月
1 日以後にその者の居住の用に供した場合又は供する見込みである場合の要
件に、その家屋が災害危険区域等内において建築された一定の家屋に該当す
るもの以外のものであることが加えられた上で、その適用期限が令和 9 年12
月31日まで 2 年延長されました。
9 　特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例等の改正

　次の見直しが行われた上、その適用期限が令和11年12月31日（譲渡資産が、
所有期間が10年を超える国内にある土地等、建物又は構築物から国内にある
一定の土地等、建物又は構築物への買換えに係る資産である場合には、令和
11年 3 月31日）まで 3 年（譲渡資産が日本船舶の買換えに係る措置のうち建
設業及びひき船業の用に供される船舶である場合には、令和10年12月31日ま
で 2 年）延長されました。
⑴　航空機騒音障害区域の内から外への買換えのうち防衛施設周辺の生活環

境の整備等に関する法律の第二種区域に係る措置が、制度の対象から除外
されました。

⑵　既成市街地等及びこれに類する一定の区域（人口集中地区）内における
土地の計画的かつ効率的な利用に資する施策の実施に伴う土地等の買換え
に係る措置について、買換資産が、既成市街地等であって、防災街区整備
方針に定められた防災再開発促進地区の区域等以外の区域内にある場合に
課税の繰延べ割合が60％（改正前：80％）に引き下げられる等の見直しが
行われました。

⑶　所有期間が10年を超える国内にある土地等、建物又は構築物から国内に
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ある一定の土地等、建物又は構築物への買換えに係る措置について、買換
資産のうち建物（その附属設備を含みます。）について特定施設の用に供
されるものに、買換資産のうち構築物について特定施設に係る事業の遂行
上必要なものに、それぞれ限定されました。

⑷　日本船舶の買換えに係る措置における建設業及びひき船業の用に供され
る船舶について、譲渡資産から、その船舶に設置されている原動機の定格
出力の合計が1,500kW 以下のものが除外されました。

10　特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の
控除額に係る特例の廃止
　制度が廃止されました。
11　居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の改正

　買換資産が建築後使用されたことのない家屋で、その家屋を令和10年 1 月
1 日以後にその者の居住の用に供した場合又は供する見込みである場合の要
件に、その家屋が災害危険区域等内において建築された一定の家屋に該当す
るもの以外のものであることが加えられた上で、その適用期限が令和 9 年12
月31日まで 2 年延長されました。
12　特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の改正

　適用期限が令和 9 年12月31日まで 2 年延長されました。
13　既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除の改正

⑴　税額控除額の計算要素である「耐震改修標準的費用額」の基礎となる工
事内容に応じた単位当たりの標準的な費用の額について、近年の工事の実
績等を踏まえた見直しを行うこととされました。

⑵　適用期限が令和10年12月31日まで 3 年延長されました。
14　既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除の改正

⑴　個人がその所有する居住用の家屋について各改修工事をした場合におけ
る当該家屋の床面積が40㎡以上50㎡未満であるときにおいてもこの制度の
適用ができることとされました。ただし、その個人のその年分の所得税に
係る合計所得金額が1,000万円を超える場合には適用しないこととされま
した。

⑵　税額控除額の計算要素である「標準的費用額」の基礎となる工事内容に
応じた単位当たりの標準的な費用の額について、近年の工事の実績等を踏
まえた見直しを行うこととされました。

⑶　適用期限が令和10年12月31日まで 3 年延長されました。
15　認定住宅等の新築等をした場合の所得税額の特別控除の改正

⑴　個人が災害危険区域等内において、一定の認定住宅等の新築（特定建替
えを除きます。）をし、又はその認定住宅等で建築後使用されたことのな
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いものの取得をした場合におけるその認定住宅等を令和10年 1 月 1 日以後
にその居住の用に供したときは、この制度の適用ができないこととされま
した。ただし、その認定住宅等に係る建築確認を受けた時において、その
認定住宅等の建築をする土地の全部が災害危険区域等外にあった場合は、
この制度の適用ができることとされました。

⑵　税額控除額の計算要素である「標準的な性能強化費用の額」の基礎とな
る単位当たり標準額について、近年の工事の実績等を踏まえた見直しを行
うこととされました。

⑶　適用期限が令和10年12月31日まで 3 年延長されました。
16　特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の2,000万円特別
控除の特例の改正
　適用対象区域が福島復興再生特別措置法に規定する避難解除区域等（改正
前：特定住宅被災市町村の区域）に限定された上で、その適用期限が令和11
年 3 月31日まで 3 年延長されました。
第二　金融・証券税制の改正
1　非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措
置の改正
⑴　非課税口座の口座開設可能年齢（改正前：その年 1 月 1 日において18歳

以上）が撤廃され、18歳未満の居住者等も、令和 9 年 1 月 1 日以後の期間
において非課税口座を開設することが可能となりました。また、非課税口
座を開設している居住者等がその年 1 月 1 日において18歳未満である年及
び出生した日の属する年の各年においては、非課税口座に特定累積投資勘
定（未成年者特定累積投資勘定）のみが設けられ、未成年者特定累積投資
勘定にその勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの期間
内に受け入れられる上場株式等の取得対価の額の合計額は60万円までと、
未成年者特定累積投資勘定に受け入れられる上場株式等の取得対価の額の
合計額等は600万円までとされました。

⑵　特定累積投資勘定に受け入れることができる公募株式投資信託の受益権
及び上場株式投資信託の受益権について、次の措置が講じられました。
①　上場株式投資信託及び指定インデックス投資信託に係る株式指数につ

いて、対象となる指数を追加する等の改正が行われました。
②　指定インデックス投資信託以外の公募株式投資信託の主たる投資対象

の資産に係る要件について、対象資産が株式又は公社債（改正前：株
式）とされました。

③　上場株式投資信託の受益権及び公募株式投資信託の受益権の譲渡等の
手数料に係る要件について、金融商品取引業者等が提供する定期売却サ
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ービスに関する一定の手数料（譲渡等をするために通常必要と認められ
る実費を勘案した適正な額の手数料）が要件の対象から除外されました。

⑶　実務上の対応により資格のない者による取引が行われないようにするた
めの一定の代替策が実施されることに伴い、特定非課税累積投資契約に係
る非課税措置（新 NISA）及び非課税累積投資契約に係る非課税措置（つ
みたて NISA）の金融商品取引業者等が行う基準経過日における非課税口
座を開設する居住者等の住所等の確認に係る措置が廃止されました。

2 　特定暗号資産の譲渡による所得に係る申告分離課税制度等の創設
⑴　特定暗号資産に係る譲渡所得等の申告分離課税

　居住者等が、特定暗号資産を暗号資産取引業者に対して譲渡等をした場
合には、その特定暗号資産の譲渡等による事業所得、譲渡所得及び雑所得
については、他の所得と区分して、その年中のその特定暗号資産の譲渡等
に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額に対し、15％の
税率により所得税が課税されることとされました。

⑵　特定暗号資産取引に関する年間取引報告書の提出制度
　居住者等との間で特定暗号資産についての売買等を行った暗号資産取引
業者の国内にある主たる営業所又は事務所の長は、その売買等を行った日
の属する年の翌年 1 月31日までに、その居住者等の氏名、個人番号、その
特定暗号資産の名称等を記載した報告書を作成し、その営業所又は事務所
の所在地の所轄税務署長に提出しなければならないこととされました。

3 　特定暗号資産に係る譲渡損失の繰越控除制度の創設
　確定申告書を提出する居住者等が、その年の前年以前 3 年内の各年におい
て生じた特定暗号資産に係る譲渡損失の金額（本特例の適用を受けて前年以
前において控除されたものを除きます。）を有する場合には、その特定暗号
資産に係る譲渡損失の金額に相当する金額は、その確定申告書に係る年分の
特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額を限度として、その年分の特定暗号資
産に係る譲渡所得等の金額の計算上控除することができることとされました。
4 　利子所得の分離課税等の改正

　特定公社債以外の公社債の利子で、対象者の同族会社以外の法人（以下
「特定法人」といいます。）から支払を受けるもののうち、実質的にその同族
会社から支払を受けるものと認められる場合におけるその対象者及び対象者
の親族等がその特定法人から支払を受けるものが、総合課税の対象となる

「特定公社債以外の公社債の利子」に追加されました。
5 　上場証券投資信託等の償還金等に係る課税の特例の改正

　特例の適用対象に、内国法人等が次の要件を満たす公募投資信託の終了又
は一部の解約により支払を受ける収益の分配を追加することとされました。
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⑴　その公募投資信託の受益権が金融商品取引所に上場されていること又は
上場されていたこと。

⑵　その公募投資信託の委託者指図型投資信託約款（その公募投資信託が外
国投資信託である場合には、委託者指図型投資信託約款に類するもの）に、
全ての金融商品取引所においてその公募投資信託の受益権の上場が廃止さ
れた場合には、その廃止された日にその公募投資信託を終了するための手
続を開始する旨の定めがあること。

6 　一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例の改正
　社債の償還金等で、対象者の同族会社以外の法人（以下「特定法人」とい
います。）から交付を受けるもののうち、実質的にその同族会社から交付を
受けるものと認められる場合におけるその対象者及び対象者の親族等がその
特定法人から交付を受けるものが、本特例（分離課税）の対象となる一般株
式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金額から除外されました。
7 　特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例の改正

　上場株式等保管委託契約に基づき特定口座に受入れ可能な上場株式等の範
囲が拡充され、「持株会契約等に基づき取得した上場株式等で、その持株会
契約等に基づき持株会等口座が開設されている金融商品取引業者等に係る一
定の金融商品取引業者等の営業所に開設されている特定口座に受け入れるも
の」は、「持株会契約等に基づき取得した上場株式等で、その持株会契約等
に基づき持株会等口座が開設されている金融商品取引業者等との間に支配関
係がある他の金融商品取引業者等の営業所に開設されている特定口座に受け
入れるもの」とされました。
8 　割引債の差益金額に係る源泉徴収等の特例の改正

　マンションの建替え等の円滑化に関する法律の改正に伴い、本特例の適用
対象となる内国法人の範囲について、次の措置が講じられました。
⑴　マンションの再生等の円滑化に関する法律に規定するマンション除却組

合が追加されました。
⑵　マンション建替組合及びマンション敷地売却組合のマンション再生組合

及びマンション等売却組合への改組後も、引き続き、本特例の適用対象と
なる内国法人とされました。

9 　先物取引に係る雑所得等の課税の特例等の改正
⑴　先物取引に係る雑所得等の課税の特例の改正

　本特例の適用対象に、特定暗号資産に係る暗号資産デリバティブ取引の
差金等決済に係る雑所得等が追加されました。

⑵　先物取引に関する支払調書の改正
　特定暗号資産に係る暗号資産デリバティブ取引に係る支払調書について、
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特定暗号資産以外の暗号等資産又はその暗号等資産に係る金融指標に係る
暗号資産デリバティブ取引に係る支払調書とは別に作成することとされま
した。

10　年齢23歳未満の扶養親族を有する場合の生命保険料控除の特例の改正
　適用期限が令和 9 年まで 1 年延長されました。
11　特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例の改正

⑴　適用対象となる国家戦略特別区域法に規定する特定事業を行う株式会社
により発行される株式の発行期限が令和11年 3 月31日まで 3 年延長されま
した。

⑵　適用対象となる地域再生法に規定する特定地域再生事業を行う株式会社
により発行される株式の発行期限が令和11年 3 月31日まで 3 年延長されま
した。

第三　事業所得等に係る税制の改正
1　試験研究を行った場合の所得税額の特別控除制度の改正（改正後：試験研
究を行った場合の所得税額の特別控除制度及び特別試験研究を行った場合の
所得税額の特別控除制度）
⑴　控除の対象となる試験研究費の額の範囲の見直しが行われました。
⑵　一般試験研究費の額に係る特別税額控除制度

①　税額控除割合が次の区分に応じそれぞれ次の割合（上限：10％）とさ
れました。
イ　増減試験研究費割合が 3 ％を超える場合（ハの場合を除きます。）

……8.5％に、増減試験研究費割合から 3 ％を控除した割合に0.25を乗
じて計算した割合を加算した割合

ロ　増減試験研究費割合が 3 ％以下である場合（ハの場合を除きます。）
……8.5％から、 3 ％から増減試験研究費割合を減算した割合に13分
の8.5を乗じて計算した割合を減算した割合（その割合が 0 に満たな
いときは、 0 ）

ハ　その年が開業年である場合又は比較試験研究費の額が 0 である場合
……8.5％

②　令和11年までの各年分については、税額控除割合は、上記①にかかわ
らず、次の区分に応じそれぞれ次の割合（上限：14％）とされました。
イ　令和 9 年以前の年分……次の区分に応じそれぞれ次の割合

イ　増減試験研究費割合が12％を超える場合（ニの場合を除きます。）
……11.5％に、その増減試験研究費割合から12％を控除した割合に
0.375を乗じて計算した割合を加算した割合

ロ　増減試験研究費割合が 0 以上であり12％以下である場合（ニの場
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合を除きます。）……11.5％から、12％からその増減試験研究費割
合を減算した割合に0.25を乗じて計算した割合を減算した割合

ハ　増減試験研究費割合が 0 に満たない場合（ニの場合を除きます。）
……8.5％から、その満たない部分の割合に30分の8.5を乗じて計算
した割合を減算した割合（その割合が 0 に満たないときは、 0 ）

ニ　その年が開業年である場合又は比較試験研究費の額が 0 である場
合……8.5％

ロ　令和10年以後の年分……次の区分に応じそれぞれ次の割合
イ　増減試験研究費割合が15％を超える場合（ニの場合を除きます。）

……11.5％に、その増減試験研究費割合から15％を控除した割合に
0.375を乗じて計算した割合を加算した割合

ロ　増減試験研究費割合が 3 ％を超え15％以下である場合（ニの場合
を除きます。）……8.5％に、その増減試験研究費割合から 3 ％を控
除した割合に0.25を乗じて計算した割合を加算した割合

ハ　増減試験研究費割合が 3 ％以下である場合（ニの場合を除きま
す。）……8.5％から、 3 ％からその増減試験研究費割合を減算した
割合に13分の8.5を乗じて計算した割合を減算した割合（その割合
が 0 に満たないときは、 0 ）

ニ　その年が開業年である場合又は比較試験研究費の額が 0 である場
合……8.5％

③　増減試験研究費割合に応じた税額控除額の上限の変動特例について、
令和10年以後の年分については、その年分の調整前事業所得税額に次の
年分の区分に応じそれぞれ次の割合（イの年分及び試験研究費割合が10
％を超える年分のいずれにも該当する年分にあっては、イの割合と下記
④の税額控除額の上限の特例により計算した割合とのうちいずれか高い
割合）を乗じて計算した金額を加算する措置とした上、その適用期限が
令和11年まで 3 年延長されました。
イ　増減試験研究費割合が 7 ％を超える年分……その増減試験研究費割

合から 7 ％を控除した割合に0.625を乗じて計算した割合（上限： 5
％）

ロ　増減試験研究費割合が 0 に満たない場合のその満たない部分の割合
が 1 ％を超える年分（試験研究費割合が10％を超える年分を除きま
す。）…… 0 から、その満たない部分の割合から 1 ％を控除した割合
に0.625を乗じて計算した割合（上限： 5 ％）を減算した割合

④　試験研究費割合が10％を超える場合における税額控除割合の特例及び
税額控除額の上限の特例の適用期限が、令和11年まで 3 年延長されまし
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た。
⑶　中小企業技術基盤強化税制

①　中小事業者税額控除限度額の特例及び税額控除額の上限の特例の適用
期限が、令和11年まで 3 年延長されました。

②　青色申告書を提出する個人の各年においてその個人の試験研究費の額
がその比較試験研究費の額を超える場合において、中小企業技術基盤強
化税制における試験研究費の額に係る税額控除制度による控除をしても
なお控除しきれない金額を有するときは、その控除しきれない金額につ
き 3 年間繰り越して税額控除（税額控除額は、中小企業技術基盤強化税
制における試験研究費の額に係る税額控除制度と合計してその年分の調
整前事業所得税額の25％等相当額が上限とされています。）ができる制
度が創設されました。

⑷　特別試験研究費の額に係る特別税額控除制度
①　特別試験研究費の額の対象となる高度専門知識等を有する者に対して

人件費を支出して行う試験研究について、次の見直しが行われました。
イ　新規高度研究業務従事者の範囲に、その個人の使用人である博士の

学位を授与された者のうちその授与された日から 5 年以内にその個人
の使用人（その個人に係る関係法人等の役員又は使用人を含みます。）
となったもので、その使用人となった日から 5 年を経過していないも
のが追加されました。

ロ　試験研究の要件について次の見直しが行われました。
イ　その試験研究の内容に関する提案が広く一般に又は広くその個人

の使用人に募集されたこととの要件が、その試験研究の内容に関す
る提案が広く一般に又は広くその個人の試験研究に専ら従事するそ
の個人の使用人に募集されたこととの要件とされました。

ロ　その試験研究の内容がその試験研究に従事する新規高度研究業務
従事者から提案されたものであることとの要件が、その試験研究の
内容がその試験研究に専ら従事するその個人の使用人から提案され
たものであることとの要件とされました。

②　指定大学等との共同研究及び指定大学等への委託研究に係る試験研究
費の額について、その指定大学等の長が認定した金額とすることとされ
ました。

2 　重点産業技術試験研究を行った場合の所得税額の特別控除制度の創設
　青色申告書を提出する個人で指定期間内に産業技術力強化法の重点研究開
発計画につき同法の認定を受けたものの適用期間内の日の属する各年におい
て、重点産業技術試験研究費の額がある場合には、控除対象重点産業技術試

369

370

374

― 32 ―



験研究費の額の40％（控除対象重点産業技術試験研究費の額の計算の基礎と
なった重点産業技術試験研究費の額が特別重点産業技術試験研究費の額に該
当する場合には、50％）相当額の税額控除ができる制度が創設されました。
　なお、控除を受ける金額は、その適用を受ける年分の調整前事業所得税額
の10％相当額を上限とし、税額控除限度超過額は 3 年間の繰越しができるこ
ととされています。
3 　中小事業者が機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除制
度の改正
　特定機械装置等のうち工具の取得価額要件におけるその年中に取得又は製
作をして国内にあるその中小事業者の営む指定事業の用に供した工具の取得
価額の合計額で判定する場合について、「取得又は製作をして国内にあるそ
の中小企業者等の営む指定事業の用に供した 1 台又は 1 基の取得価額が40万
円以上（改正前：30万円以上）の工具」の取得価額の合計額が120万円以上
であるかどうかで判定することとされました。
4 　地域経済牽

けん

引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合
の特別償却又は所得税額の特別控除制度の改正
　供用年から、下記10の制度における産業競争力強化法の特定生産性向上設
備等に係る確認を受けた個人のその特定生産性向上設備等の投資に関する計
画の期間内の日の属する各年が除外されました。
5 　地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は所
得税額の特別控除制度の改正
　次の見直しが行われた上、地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認
定期限が令和10年 3 月31日まで 2 年延長されました。
⑴　特定建物等のうちその特定建物等に係る特定業務施設が就業の機会の創

出に著しく資するものについて、特別償却割合及び税額控除割合が次のと
おり引き上げられました。
①　特別償却割合……その特定建物等に係る認定地方活力向上地域等特定

業務施設整備計画が拡充型計画に該当する場合には20％（改正前：15
％）

②　税額控除割合……次の場合の区分に応じそれぞれ次の割合
イ　その特定建物等に係る認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計

画が拡充型計画に該当する場合…… 5 ％（改正前： 4 ％）
ロ　その特定建物等に係る認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計

画が移転型計画に該当する場合…… 8 ％（改正前： 7 ％）
⑵　対象となる資産が、次のとおり見直されました。

①　本制度の対象となる取得をした特定建物等について、「その建設の後
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事業の用に供されたことがないもの」であることとの要件が除外されま
した。

②　中小事業者以外の個人の適用対象となる特定建物等の取得価額に係る
要件が、4,500万円以上（改正前：3,500万円以上）に引き上げられました。

⑶　地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定を受けた日からその認
定に係る特定建物等を事業の用に供した日の属する年の12月31日までの期
間内において離職者がいないことにつき証明がされた場合に限り、本制度
の適用を受けることができることとされました。

6 　地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別
控除制度の廃止
　認定の期限（令和 8 年 3 月31日）の到来をもって、制度が廃止されました。
7 　特定中小事業者が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は所
得税額の特別控除制度の改正
⑴　供用年から、下記10の制度における産業競争力強化法の特定生産性向上

設備等に係る確認を受けた個人のその特定生産性向上設備等の投資に関す
る計画の期間内の日の属する各年が除外されました。

⑵　工具及び器具備品の取得価額要件が、40万円以上（改正前：30万円以
上）に引き上げられました。

8 　給与等の支給額が増加した場合の所得税額の特別控除制度の改正
⑴　個人の継続雇用者給与等支給額が増加した場合に係る措置は、令和 8 年

末をもって廃止することとされました。
⑵　特定個人の継続雇用者給与等支給額が増加した場合に係る措置について、

次の見直しが行われました。
①　原則の税額控除割合（10％）を適用できる場合が、継続雇用者給与等

支給増加割合が 4 ％以上（改正前： 3 ％以上）である場合とされました。
②　継続雇用者給与等支給増加割合が 4 ％以上である場合に税額控除割合

に15％を加算する措置について、その継続雇用者給与等支給増加割合が
5 ％以上である場合に税額控除割合に 5 ％（その継続雇用者給与等支給
増加割合が 6 ％以上である場合には、15％）を加算する措置とされまし
た。

③　教育訓練費に係る上乗せ措置が廃止されました。
⑶　中小事業者の雇用者給与等支給額が増加した場合に係る措置における教

育訓練費に係る上乗せ措置が廃止されました。
9 　生産工程効率化等設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除
制度の改正
　次の見直しが行われた上、特定認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応
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計画の認定期限が、令和10年 3 月31日まで 2 年延長されました。
⑴　特別償却割合及び税額控除割合が、次の生産工程効率化等設備の区分に

応じそれぞれ次の割合とされました。
①　中小事業者が事業の用に供した生産工程効率化等設備……その特定認

定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載された次の炭素生産
性向上率の区分に応じそれぞれ次の割合
イ　炭素生産性向上率22％以上（改正前：17％以上）……特別償却割合

30％（改正前：50％）又は税額控除割合10％（改正前：14％）
ロ　炭素生産性向上率17％以上22％未満（改正前：10％以上17％未満）

……特別償却割合30％（改正前：50％）又は税額控除割合 5 ％（改正
前：10％）

②　中小事業者以外の個人が事業の用に供した生産工程効率化等設備……
その特定認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載された次
の炭素生産性向上率の区分に応じそれぞれ次の割合
イ　炭素生産性向上率25％以上（改正前：20％以上）……特別償却割合

30％（改正前：50％）又は税額控除割合 8 ％（改正前：10％）
ロ　炭素生産性向上率20％以上25％未満（改正前：15％以上20％未満）

……特別償却割合30％（改正前：50％）又は税額控除割合 3 ％（改正
前： 5 ％）

⑵　供用年から、下記10の制度における産業競争力強化法の特定生産性向上
設備等に係る確認を受けた個人のその特定生産性向上設備等の投資に関す
る計画の期間内の日の属する各年が除外されました。

10　特定生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除
制度の創設
　青色申告書を提出する個人が、生産等設備を構成する機械装置、工具、器
具備品、建物、建物附属設備、構築物及び一定のソフトウエアで、産業競争
力強化法に規定する特定生産性向上設備等（その個人が経済社会情勢の変化
を踏まえた企業の事業活動の持続的な発展を図るための産業競争力強化法等
の一部を改正する法律の施行の日から令和11年 3 月31日までの期間（以下

「指定期間」といいます。）内に産業競争力強化法の確認を受けたものに限り
ます。以下「特定生産性向上設備等」といいます。）に該当するもののうち
一定の規模のもの（以下「特定機械装置等」といいます。）の取得等をする
場合において、その確認を受けた日から同日以後 5 年を経過する日までの間
に、その特定機械装置等の取得等をして、これを国内にあるその個人の事業
の用に供したときは、その事業の用に供した年において、その特定機械装置
等の取得価額から普通償却額を控除した金額に相当する金額の特別償却（即
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時償却。その年分の必要経費に算入されなかった償却不足額は翌年分への繰
越しが可能）とその取得価額の 7 ％（建物、建物附属設備及び構築物につい
ては、 4 ％）相当額の税額控除との選択適用ができる制度が創設されました。
なお、税額控除の適用を受ける場合における控除を受ける金額は、その適用
を受ける年分の調整前事業所得税額の20％相当額を上限とすることとされて
います。
　また、青色申告書を提出する個人で指定期間内にされた産業競争力強化法
の認定に係る認定事業適応事業者（その同法の認定事業適応計画（同法の国
際経済事情激変事業適応に関するものに限ります。以下「認定国際経済事情
激変事業適応計画」といいます。）にその認定国際経済事情激変事業適応計
画に従って行う同法の国際経済事情激変事業適応のための措置として特定生
産性向上設備等を導入する旨の記載があるものに限ります。）であるものに
係る税額控除限度超過額については、 3 年間の繰越しができることとされて
います。
11　所得税の額から控除される特別控除額の特例の改正

　特定税額控除制度の不適用措置について、次の見直しが行われた上、その
適用期限が令和11年まで 2 年延長されました。
⑴　特定税額控除制度に、上記 2の制度が追加されました。
⑵　次の要件の見直しが行われました。

①　継続雇用者給与等支給額に係る要件について、上乗せ要件の対象に該
当する場合には、継続雇用者給与等支給増加割合が 2 ％以上（改正前：
1 ％以上）であることとされ、その他の場合には、継続雇用者給与等支
給増加割合が 1 ％以上であること（改正前：その個人の継続雇用者給与
等支給額がその継続雇用者比較給与等支給額を超えること）とされまし
た。

②　次の特定税額控除制度については、継続雇用者給与等支給額に係る要
件及び国内設備投資額に係る要件のいずれかに該当しない（改正前：い
ずれにも該当しない）場合（その対象年が事業を開始した日の属する年、
相続又は包括遺贈により事業を承継した日の属する年及び事業の譲渡又
は譲受けをした日の属する年のいずれにも該当しない場合であって、そ
の対象年の事業所得の金額がその対象年の前事業年度の所得の金額以下
である場合を除きます。）にその特定税額控除制度を適用しないことと
されました。
イ　地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得し

た場合の所得税額の特別控除制度
ロ　生産工程効率化等設備を取得した場合の所得税額の特別控除制度

401

― 36 ―



12　特定船舶の特別償却制度の改正
　特例匿名組合船舶の範囲が海上運送法第39条の 2 第 2 項第 2 号に規定する
認定事業基盤強化事業者が製造した先進船舶に限定された上、その適用期限
が令和11年 3 月31日まで 3 年延長されました。
13　特定事業継続力強化設備等の特別償却制度の改正

　特定事業継続力強化設備等のうち器具備品の取得価額要件が、40万円以上
（改正前：30万円以上）に引き上げられました。
14　環境負荷低減事業活動用資産等の特別償却制度の改正

　適用期限が令和10年 3 月31日まで 2 年延長されました。
15　輸出事業用資産の割増償却制度の改正

　適用期限が令和10年 3 月31日まで 2 年延長されました。
16　特定都市再生建築物の割増償却制度の改正

　事業区域の全部又は一部が特定都市再生緊急整備地域内にある場合におけ
る都市再生事業の要件に公共施設面積割合が10％以上であることが追加され
る等の見直しが行われた上、その適用期限が令和11年 3 月31日まで 3 年延長
されました。
17　倉庫用建物等の割増償却制度の廃止

　適用期限（令和 8 年 3 月31日）の到来をもって、制度が廃止されました。
18　肉用牛の売却による農業所得の課税の特例の改正

　適用期限が令和11年まで 3 年延長されました。
19　中小事業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例の改正

　次の見直しが行われた上、その適用期限が令和11年 3 月31日まで 3 年延長
されました。
⑴　対象となる減価償却資産の取得価額が40万円未満（改正前：30万円未

満）に引き上げられました。
⑵　対象者の要件における常時使用する従業員の数が、400人（改正前：500

人）に引き下げられました。
20　特定復興産業集積区域において機械等を取得した場合の特別償却又は所得
税額の特別控除制度の廃止
　適用期限（令和 8 年 3 月31日）の到来をもって、制度が廃止されました。
21　企業立地促進区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は所得税
額の特別控除制度の改正
⑴　特定事業活動振興計画に係る措置の適用期限が、令和11年 3 月31日まで

3 年延長されました。
⑵　新産業創出等推進事業促進計画に係る措置について、次の見直しが行わ

れた上、その適用期限が令和11年 3 月31日まで 3 年延長されました。
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①　新産業創出等推進事業促進計画の対象事業である新産業創出等推進事
業について、従前の新産業創出等推進事業である廃炉等、ロボット、農
林水産業等の分野のいずれかに該当する一定の事業のほか、新たな技術
を活用し又は産業の発展に寄与する事業であって、福島国際研究産業都
市区域における産業集積の形成及び活性化を図る上で中核となる事業

（以下「その他産業発展寄与事業」といいます。）が追加されました。
②　上記①に伴い、その他産業発展寄与事業に係る対象資産について、認

定新産業創出等推進事業実施計画に従ってその他産業発展寄与事業の用
に供する施設又は設備の新設又は増設した認定事業者がその新設又は増
設に伴い新たに取得し、又は製作し、若しくは建設した機械装置、建物
等及び構築物のうち、その認定事業者の認定新産業創出等推進事業実施
計画に記載されたものとされました。

③　上記①に伴い、その他産業発展寄与事業に係る対象資産の特別償却割
合及び税額控除割合について、それぞれ次の割合とされました。
イ　特別償却割合……45％（建物等及び構築物については、23％）
ロ　税額控除割合……14％（建物等及び構築物については、 7 ％）

22　特定復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の所得税額の
特別控除制度の廃止
　適用期限（令和 8 年 3 月31日）の到来をもって、制度が廃止されました。
23　企業立地促進区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の所得税額
の特別控除制度の改正
⑴　特定事業活動振興計画に係る措置の個人指定の期限が、令和11年 3 月31

日まで 3 年延長されました。
⑵　新産業創出等推進事業促進計画に係る措置について、次の見直しが行わ

れた上、その個人認定の期限が令和11年 3 月31日まで 3 年延長されました。
①　新産業創出等推進事業促進計画の対象事業である新産業創出等推進事

業について、従前の新産業創出等推進事業である廃炉等、ロボット、農
林水産業等の分野のいずれかに該当する一定の事業のほか、新たな技術
を活用し又は産業の発展に寄与する事業であって、福島国際研究産業都
市区域における産業集積の形成及び活性化を図る上で中核となる事業

（以下「その他産業発展寄与事業」といいます。）が追加されました。
②　上記①に伴い、その他産業発展寄与事業に係る対象雇用者について、

次の者とされました。
イ　避難対象雇用者等
ロ　次の者（上記イの者を除きます。）

イ　平成23年 3 月11日において福島国際研究産業都市区域の区域内に
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所在する事業所に勤務していた者
ロ　平成23年 3 月11日において福島国際研究産業都市区域の区域内に

居住していた者
③　上記①に伴い、その他産業発展寄与事業を行う事業所に勤務する対象

雇用者に対して支給する給与等の額に係る税額控除割合について、 9 ％
とされました。

④　本措置の適用対象となる給与等の額から、その給与等の額のうち上記
2の制度によりその年分の総所得金額に係る所得税額から控除する金額
の計算の基礎となった金額を控除することとされました。

24　特定復興産業集積区域における開発研究用資産の特別償却等制度の廃止
　適用期限（令和 8 年 3 月31日）の到来をもって、制度が廃止されました。
25　新産業創出等推進事業促進区域における開発研究用資産の特別償却等制度
の改正
　適用期限が令和11年 3 月31日まで 3 年延長されました。
26　被災代替船舶の特別償却制度の廃止

　適用期限（令和 8 年 3 月31日）の到来をもって、制度が廃止されました。
第四　その他の改正
1　特定の基準所得金額の課税の特例の改正

　特例対象者を個人でその者のその年分の基準所得金額が 1 億6,500万円（改
正前： 3 億3,000万円）を超えるものとするとともに、税率を30％（改正前：
22.5％）に引き上げることとされました。
2 　青色申告特別控除の改正

⑴　10万円の青色申告特別控除の対象者から、その年において不動産所得又
は事業所得を生ずべき事業を営む者で、取引の内容を正規の簿記の原則に
従って記録していないもののうち、一定の要件を満たすものを除外するこ
ととされました。

⑵　55万円の青色申告特別控除について、その年分の所得税の確定申告書、
貸借対照表及び損益計算書等の提出を、その提出期限までに電子情報処理
組織（e-Tax）を使用して行うことを適用要件に加えた上で、控除額を65
万円に引き上げることとされました。

⑶　65万円の青色申告特別控除について、対象者を上記⑵の見直し後の適用
要件を満たす者であって、電子帳簿保存法に定めるところにより電磁的記
録の備付け等を行っていること（一定の場合に該当する場合に限ります。）
との要件を満たすものとした上で、控除額を75万円に引き上げることとさ
れました。
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3 　家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例の改正
　家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入す
る金額の最低保障額が69万円（改正前：65万円）に引き上げられました。
4 　山林所得に係る森林計画特別控除制度の改正

　適用期限が令和10年まで 2 年延長されました。
5 　給付金等の非課税の改正

⑴　母子及び父子並びに寡婦福祉法に規定する高等職業訓練促進給付金の支
給を受けていた者のうち一定の者に対して給付される一定の給付金につい
ては、所得税を課さないこととされました。

⑵　次の貸付けについて受けた債務免除により受ける経済的な利益の価額に
ついては、引き続き所得税を課さないこととされました。
①　児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付事業による貸付け
②　児童扶養手当受給者等に対するひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸

付
6 　セルフメディケーション税制（特定一般用医薬品等購入費を支払った場合
の医療費控除の特例）の改正
⑴　本特例の適用期限について、対象となるスイッチ OTC 医薬品の一部に

ついてはその適用期限を撤廃し、それ以外の医薬品についてはその適用期
限を令和13年12月31日まで 5 年延長することとされました。

⑵　本特例の適用対象となる医薬品の範囲について、次のとおり見直されま
した。
①　改正前の本特例の対象となるスイッチ OTC 医薬品以外の一般用医薬

品等について、その対象に、消化器官用薬としての効能又は効果を有す
ると認められる医薬品及び一定の生薬を有効成分として含有する鎮咳去
痰薬としての効能又は効果を有すると認められる医薬品を追加するとと
もに、所要の経過措置を設けた上、その対象から痩身又は美容を目的と
して使用される可能性がある医薬品が除外されました。

②　本特例の対象となる一般用医薬品等に、体外診断用医薬品のうち、そ
の使用による医療保険療養給付費の適正化の効果が著しく高いと認めら
れるものとして一定のものが追加されました。

③　本特例の対象となる一般用医薬品等に、薬局製造販売医薬品で本特例
の対象となるスイッチ OTC 医薬品及び（上記①による見直し後の）ス
イッチ OTC 医薬品以外の一般用医薬品等と同じ成分を有効成分として
含有するものが追加されました。
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法人税法等の改正

1　関連者間取引に係る書類の整理保存の特例の創設
　内国法人がその事業年度において関連者間取引を行った場合において、そ
の関連者間取引に関して受領し、又は作成した注文書、契約書、送り状、領
収書、見積書その他これらに準ずる書類（自己の作成したこれらの書類でそ
の写しのあるものは当該写しを含みます。）で法人税法等の規定により保存
しなければならないこととされているものに、その関連者間取引に関する資
産又は役務の提供の明細、その取引においてその内国法人が支払うこととな
る対価の額の計算の明細等のその取引に係る対価の額を算定するために必要
な事項の記載又は記録がないときは、その事業年度の確定申告書の提出期限
までに特定事項記載書類を取得し、又は作成し、その特定事項記載書類を整
理し、起算日から 7 年間、これを納税地又はその関連者間取引に係る国内の
事務所、事業所等の所在地に保存しなければならないこととされました。
2 　公共法人の範囲

　公共法人となる独立行政法人の範囲について、独立行政法人男女共同参画
機構が追加されるとともに、独立行政法人国立女性教育会館が除外されまし
た。
3 　公益法人等の範囲及び収益事業から除外される事業の範囲

⑴　社会医療法人の認定要件のうち「自費患者に対し請求する金額が、社会
保険診療報酬と同一の基準により計算されること」との要件について、自
費患者に対する請求金額のうち特定外国人患者の診療報酬の額にあっては、
その認定要件が「特定外国人患者に対し請求する診療報酬の額が、社会保
険診療報酬と同一の基準により計算される金額から当該金額に 3 を乗じて
得た金額までの範囲内であって地域における標準的な料金を超えないもの
であること」とされました。

⑵　収益事業から除外される事業の範囲について、次の見直しが行われまし
た。
①　物品販売業から除外される事業に、脱炭素成長型経済構造移行推進機

構が、脱炭素成長型投資事業者排出枠の取引価格の調整のための脱炭素
成長型投資事業者排出枠の買入れに関する業務として行う物品販売業が
追加されました。

②　収益事業から除外される医療保健業について、次の見直しが行われま
した。
イ　収益事業から除外される医師会法人等がその開設する病院又は診療

所において行う医療保健業等の要件のうち「医師会法人等の受ける診

本　文
参照頁
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療報酬又は利用料の額が、健康保険法の規定等により算定される額以
下であること」との要件等について、医師会法人等の受ける診療報酬
等の額のうち特定外国人患者の診療報酬の額にあっては、その要件が

「特定外国人患者から受ける診療報酬の額が、健康保険法基準額に 3
を乗じて得た額以下の額であって地域における標準的な料金を超えな
いものとして厚生労働大臣の証明を受けているものであること」とさ
れる等の見直しが行われました。

ロ　収益事業から除外される公的医療機関に該当する病院等を設置する
一定の厚生農業協同組合連合会が行う医療保健業の要件のうち特別の
療養環境に係る病床の病室差額料に係る要件について、各医療施設ご
との特別の療養環境に係る病床の病室差額料の平均額が、 1 万円以下

（改正前：5,000円以下）に引き上げられました。
③　収益事業から除外される専修学校において行われる技芸教授業の要件

のうち授業時間数に係る要件について、専門課程にあっては単位数に係
る要件に見直されたほか、専攻科の課程の単位数に係る要件が追加され
る等の見直しが行われました。

4 　減価償却
⑴　減価償却資産の範囲に、無形固定資産として貯留権が追加されました。
⑵　公益法人等から普通法人への移行があった場合等の減価償却に関する規

定について、次の減価償却資産の区分に応じそれぞれ次の償却の額がある
場合には、当該償却の額に相当する金額は償却限度額の計算の基礎となる
取得価額及び損金経理額に含まれないものとされました。
①　適格合併又は適格現物出資により移転を受けた収益事業以外の事業に

属する資産であった減価償却資産……当該移転前にした償却の額
②　下記10⑴の場合におけるその転用資産等に該当する減価償却資産……

その収益事業に属することとなった時前にした償却の額
③　下記10⑵又は⑶の場合におけるその公益法人等移行時資産等又は普通

法人等移行時資産等に該当する減価償却資産……それぞれその該当する
こととなった時前にした償却の額

5 　繰延資産の償却
　公益法人等から普通法人への移行があった場合等の繰延資産の償却に関す
る規定について、次の繰延資産の区分に応じそれぞれ次の償却の額がある場
合には、当該償却の額に相当する金額は償却限度額の計算の基礎となる繰延
資産の額及び損金経理額に含まれないものとされました。
⑴　適格合併又は適格現物出資により移転を受けた収益事業以外の事業に属

する資産であった繰延資産……当該移転前にした償却の額
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⑵　下記10⑴の場合におけるその転用資産等に該当する繰延資産……その収
益事業に属することとなった時前にした償却の額

⑶　下記10⑵又は⑶の場合におけるその公益法人等移行時資産等又は普通法
人等移行時資産等に該当する繰延資産……それぞれその該当することとな
った時前にした償却の額

6 　寄附金の損金不算入
　寄附金の損金不算入について、次の見直しが行われました。
⑴　指定寄附金の範囲について、次の見直しが行われました。

①　指定寄附金のうち学校法人が設置する専修学校に係る校舎その他附属
設備（一定の課程の教育の用に供されるものに限ります。）の受けた災
害による被害の復旧のために支出されたその学校法人に対する寄附金等
の範囲について、対象となる専修学校の課程のうち専門課程に係る要件
が、その修業期間を通ずる単位数が62単位以上であるもの（改正前：そ
の修業期間を通ずる授業時間数が1,700時間以上であるもの）とされる
とともに、対象となる課程に、専攻科の課程でその修業期間を通ずる単
位数が62単位以上であるものが追加されました。

②　指定寄附金のうち一定の専修学校の設置を主たる目的とする学校法人
の設立を目的とする法人に対する寄附金の範囲について、対象となる専
修学校の要件のうち専門課程に係る要件が、その修業期間を通ずる単位
数が124単位以上であるもの（改正前：その修業期間を通ずる授業時間
数が3,400時間以上であるもの）とされました。

⑵　特定公益増進法人のうち学校及び一定の専修学校の設置を主たる目的と
する学校法人並びに一定の専修学校の設置を主たる目的とする私立学校法
第152条第 5 項の規定により設立された法人の範囲について、対象となる
専修学校の要件のうち専門課程に係る要件が、その修業期間を通ずる単位
数が62単位以上であるもの（改正前：その修業期間を通ずる授業時間数が
1,700時間以上であるもの）とされました。

⑶　公益法人等の寄附金の損金算入限度額の計算の対象外とされる法人の範
囲について、マンション除却組合の追加等が行われました。

7 　貸倒引当金
　個別評価金銭債権に係る貸倒引当金の繰入事由のうち、金銭債権に係る債
務者について生じた更生計画認可の決定、再生計画認可の決定等に基づいて
その弁済を猶予され、又は賦払により弁済されることに、金銭債権に係る債
務者について円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務
の調整の手続等に関する法律の規定により権利変更決議の効力が生じたこと
によりその金銭債権の弁済を猶予され、又は賦払により弁済されることが追
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加されました。
8 　欠損金の繰越控除

　再建中の法人の対象事業年度に、その内国法人の債務について、円滑な事
業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関す
る法律の規定により権利変更決議の効力が生じた場合におけるその生じた日
から同日の翌日以後 7 年を経過する日までの期間内の日の属する事業年度が
追加されました。
9 　投資簿価修正

　通算終了事由が生じた他の通算法人の株式につき資産調整勘定対応金額等
がある場合の加算措置について、その内国法人及び通算完全支配関係発生日
において離脱法人の株式を有する法人が通算完全支配関係発生日以前に取得
をしたその離脱法人の対象株式に係る各取得の時における調整勘定対応金額
の合計額のうち各取得の時後に譲渡をした株式に係る部分の金額の減算調整
の対象となる譲渡から、全部取得条項付種類株式の端数処理による完全子法
人化の際の譲渡を除外することとされました。
10　転用資産及び移行時資産等の帳簿価額

⑴　公益法人等又は人格のない社団等のその収益事業以外の事業に属してい
た資産及び負債がその収益事業に属する資産及び負債となった場合には、
その資産及び負債（転用資産等）のその収益事業に属することとなった時
における帳簿価額は、その転用資産等の価額としてその収益事業に関する
帳簿に記載された金額であるものとして、その公益法人等又は人格のない
社団等のその時の属する事業年度以後の各事業年度の所得の金額を計算す
ることとされました。

⑵　公共法人が収益事業を行う公益法人等に該当することとなった場合には、
その該当することとなった時において有する資産及び負債（その収益事業
に属する資産及び負債に限ります。）（公益法人等移行時資産等）のその時
における帳簿価額は、その公益法人等移行時資産等の価額としてその時に
おいてその帳簿に記載されていた金額であるものとして、その公益法人等
のその時の属する事業年度以後の各事業年度の所得の金額を計算すること
とされました。

⑶　公共法人又は公益法人等が普通法人又は協同組合等に該当することとな
った場合には、その該当することとなった時において有する資産及び負債

（公益法人等が普通法人又は協同組合等に該当することとなった場合にあ
っては、その収益事業以外の事業に属していた資産及び負債に限ります。）

（普通法人等移行時資産等）のその時における帳簿価額は、その普通法人
等移行時資産等の価額としてその時においてその帳簿に記載されていた金
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額であるものとして、その普通法人又は協同組合等のその時の属する事業
年度以後の各事業年度の所得の金額を計算することとされました。

11　防衛特別所得税額の法人税額からの控除
　防衛特別所得税の創設に伴い、法人に課される防衛特別所得税の額につい
て、法人税の額から控除されることとされました。
12　仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額等の還付の特例

　還付請求事実に、その内国法人の債務について、円滑な事業再生を図るた
めの事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律の規定に
より権利変更決議の効力が生じたことが追加されました。

租税特別措置法等（法人税関係）の改正

1　税額控除等関係
⑴　中小企業者等の法人税率の特例について、対象となるみなし公益法人等

の範囲へのマンション除却組合の追加等が行われました。
⑵　研究開発税制について、次の見直しが行われました。

①　控除の対象となる試験研究費の額の範囲の見直しが行われました。
②　一般試験研究費の額に係る特別税額控除制度

イ　税額控除割合が次の区分に応じそれぞれ次の割合（上限：10％）と
されました。
イ　増減試験研究費割合が 3 ％を超える場合（ハの場合を除きます。）

……8.5％に、増減試験研究費割合から 3 ％を控除した割合に0.25を
乗じて計算した割合を加算した割合

ロ　増減試験研究費割合が 3 ％以下である場合（ハの場合を除きま
す。）……8.5％から、 3 ％から増減試験研究費割合を減算した割合
に13分の8.5を乗じて計算した割合を減算した割合（その割合が 0
に満たないときは、 0 ）

ハ　その事業年度が設立事業年度である場合又は比較試験研究費の額
が 0 である場合……8.5％

ロ　令和11年 3 月31日までに開始する各事業年度については、税額控除
割合は、上記イにかかわらず、次の区分に応じそれぞれ次の割合（上
限：14％）とされました。
イ　令和 9 年 4 月 1 日前に開始する事業年度……次の区分に応じそれ

ぞれ次の割合
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Ａ　増減試験研究費割合が12％を超える場合（Ｄの場合を除きま
す。）……11.5％に、その増減試験研究費割合から12％を控除し
た割合に0.375を乗じて計算した割合を加算した割合

Ｂ　増減試験研究費割合が 0 以上であり12％以下である場合（Ｄの
場合を除きます。）……11.5％から、12％からその増減試験研究
費割合を減算した割合に0.25を乗じて計算した割合を減算した割
合

Ｃ　増減試験研究費割合が 0 に満たない場合（Ｄの場合を除きま
す。）……8.5％から、その満たない部分の割合に30分の8.5を乗じ
て計算した割合を減算した割合（その割合が 0 に満たないときは、
0 ）

Ｄ　その事業年度が設立事業年度である場合又は比較試験研究費の
額が 0 である場合……8.5％

ロ　令和 9 年 4 月 1 日以後に開始する事業年度……次の区分に応じそ
れぞれ次の割合
Ａ　増減試験研究費割合が15％を超える場合（Ｄの場合を除きま

す。）……11.5％に、その増減試験研究費割合から15％を控除し
た割合に0.375を乗じて計算した割合を加算した割合

Ｂ　増減試験研究費割合が 3 ％を超え15％以下である場合（Ｄの場
合を除きます。）……8.5％に、その増減試験研究費割合から 3 ％
を控除した割合に0.25を乗じて計算した割合を加算した割合

Ｃ　増減試験研究費割合が 3 ％以下である場合（Ｄの場合を除きま
す。）……8.5％から、 3 ％からその増減試験研究費割合を減算し
た割合に13分の8.5を乗じて計算した割合を減算した割合（その
割合が 0 に満たないときは、 0 ）

Ｄ　その事業年度が設立事業年度である場合又は比較試験研究費の
額が 0 である場合……8.5％

ハ　増減試験研究費割合に応じた税額控除額の上限の変動特例について、
令和 9 年 4 月 1 日以後に開始する事業年度については、当期の調整前
法人税額に次の事業年度の区分に応じそれぞれ次の割合（イの事業年
度及び試験研究費割合が10％を超える事業年度のいずれにも該当する
事業年度にあっては、イの割合と下記ニの税額控除額の上限の特例に
より計算した割合とのうちいずれか高い割合）を乗じて計算した金額
を加算する措置とした上、その適用期限が令和11年 3 月31日まで 3 年
延長されました。
イ　増減試験研究費割合が 7 ％を超える事業年度……その増減試験研
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究費割合から 7 ％を控除した割合に0.625を乗じて計算した割合（上
限： 5 ％）

ロ　増減試験研究費割合が 0 に満たない場合のその満たない部分の割
合が 1 ％を超える事業年度（試験研究費割合が10％を超える事業年
度を除きます。）…… 0 から、その満たない部分の割合から 1 ％を
控除した割合に0.625を乗じて計算した割合（上限： 5 ％）を減算
した割合

ニ　試験研究費割合が10％を超える場合における税額控除割合の特例及
び税額控除額の上限の特例の適用期限が、令和11年 3 月31日まで 3 年
延長されました。

③　中小企業技術基盤強化税制
イ　中小企業者等税額控除限度額の特例及び税額控除額の上限の特例の

適用期限が、令和11年 3 月31日まで 3 年延長されました。
ロ　青色申告書を提出する法人の各事業年度においてその法人の試験研

究費の額がその比較試験研究費の額を超える場合において、中小企業
技術基盤強化税制における試験研究費の額に係る税額控除制度による
控除をしてもなお控除しきれない金額を有するときは、その控除しき
れない金額につき 3 年間繰り越して税額控除（税額控除額は、中小企
業技術基盤強化税制における試験研究費の額に係る税額控除制度と合
計して当期の調整前法人税額の25％等相当額が上限とされています。）
ができる制度が創設されました。

④　特別試験研究費の額に係る特別税額控除制度
イ　特別試験研究費の額の対象となる高度専門知識等を有する者に対し

て人件費を支出して行う試験研究について、次の見直しが行われまし
た。
イ　新規高度研究業務従事者の範囲に、その法人の役員又は使用人で

ある博士の学位を授与された者のうちその授与された日から 5 年以
内にその法人（関係法人等を含みます。）の役員又は使用人となっ
たもので、その役員又は使用人となった日から 5 年を経過していな
いものが追加されました。

ロ　試験研究の要件について次の見直しが行われました。
Ａ　その試験研究の内容に関する提案が広く一般に又は広くその法

人の使用人に募集されたこととの要件が、その試験研究の内容に
関する提案が広く一般に又は広くその法人の試験研究に専ら従事
する当該法人の使用人に募集されたこととの要件とされました。

Ｂ　その試験研究の内容がその試験研究に従事する新規高度研究業
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務従事者から提案されたものであることとの要件が、その試験研
究の内容がその試験研究に専ら従事するその法人の使用人から提
案されたものであることとの要件とされました。

ロ　指定大学等との共同研究及び指定大学等への委託研究に係る試験研
究費の額について、その指定大学等の長が認定した金額とすることと
されました。

⑶　青色申告書を提出する法人で指定期間内に産業技術力強化法の重点研究
開発計画につき同法の認定を受けたものの適用期間内の日を含む各事業年
度において、重点産業技術試験研究費の額がある場合には、控除対象重点
産業技術試験研究費の額の40％（控除対象重点産業技術試験研究費の額の
計算の基礎となった重点産業技術試験研究費の額が特別重点産業技術試験
研究費の額に該当する場合には、50％）相当額の税額控除ができる制度が
創設されました。
　なお、控除を受ける金額は、当期の調整前法人税額の10％相当額を上限
とし、税額控除限度超過額は 3 年間の繰越しができることとされています。

⑷　中小企業投資促進税制について、特定機械装置等のうち工具の取得価額
要件における 1 事業年度中に取得又は製作をして国内にあるその中小企業
者等の営む指定事業の用に供した工具の取得価額の合計額で判定する場合
のその判定は、「取得又は製作をして国内にあるその中小企業者等の営む
指定事業の用に供した 1 台又は 1 基の取得価額が40万円以上（改正前：30
万円以上）の工具」の取得価額の合計額が120万円以上であるかどうかで
判定することとされました。

⑸　国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税
額の特別控除制度について、令和 8 年 4 月 1 日以後に取得又は製作若しく
は建設をした特定機械装置等（令和 8 年 3 月31日以前に受けた特定事業の
適切かつ確実な実施に関する確認に係る事業実施計画に同日において記載
されているものを除きます。）の特別償却限度額及び税額控除割合が次の
とおり引き下げられるとともに、対象事業の見直しが行われた上、その適
用期限が令和10年 3 月31日まで 2 年延長されました。
①　特別償却限度額……その取得価額の40％（建物等及び構築物について

は、20％）相当額（改正前：その取得価額の45％（建物等及び構築物に
ついては、23％）相当額）

②　税額控除割合……12％（建物等及び構築物については、 6 ％）（改正
前：14％（建物等及び構築物については、 7 ％））

⑹　国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法
人税額の特別控除制度について、対象事業の見直しが行われた上、その適
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用期限が令和10年 3 月31日まで 2 年延長されました。
⑺　地域経済牽

けん

引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場
合の特別償却又は法人税額の特別控除制度について、対象となる事業年度
から、下記⒀の制度における産業競争力強化法の特定生産性向上設備等に
係る確認を受けた法人のその特定生産性向上設備等の投資に関する計画の
期間内の日を含む各事業年度が除外されました。

⑻　地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は
法人税額の特別控除制度について、次の見直しが行われた上、地方活力向
上地域等特定業務施設整備計画の認定期限が令和10年 3 月31日まで 2 年延
長されました。
①　特定建物等のうちその特定建物等に係る特定業務施設が就業の機会の

創出に著しく資するものについて、特別償却割合及び税額控除割合が次
のとおり引き上げられました。
イ　特別償却割合……その特定建物等に係る認定地方活力向上地域等特

定業務施設整備計画が拡充型計画に該当する場合には20％（改正前：
15％）

ロ　税額控除割合……次の場合の区分に応じそれぞれ次の割合
イ　その特定建物等に係る認定地方活力向上地域等特定業務施設整備

計画が拡充型計画に該当する場合…… 5 ％（改正前： 4 ％）
ロ　その特定建物等に係る認定地方活力向上地域等特定業務施設整備

計画が移転型計画に該当する場合…… 8 ％（改正前： 7 ％）
②　対象となる資産が、次のとおり見直されました。

イ　本制度の対象となる取得をした特定建物等について、「その建設の
後事業の用に供されたことがないもの」であることとの要件が除外さ
れました。

ロ　中小企業者（適用除外事業者又は通算適用除外事業者に該当するも
のを除きます。）以外の法人の適用対象となる特定建物等の取得価額
に係る要件が、4,500万円以上（改正前：3,500万円以上）に引き上げ
られました。

③　地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定を受けた日からその
認定に係る特定建物等を事業の用に供した日を含む事業年度終了の日ま
での期間内において離職者がいないことにつき証明がされた場合に限り、
本制度の適用を受けることができることとされました。

⑼　地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特
別控除制度は、その認定の期限（令和 8 年 3 月31日）の到来をもって廃止
されました。
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⑽　中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法
人税額の特別控除制度について、次の見直しが行われました。
①　対象となる事業年度から、下記⒀の制度における産業競争力強化法の

特定生産性向上設備等に係る確認を受けた法人のその特定生産性向上設
備等の投資に関する計画の期間内の日を含む各事業年度が除外されまし
た。

②　工具及び器具備品の取得価額要件が、40万円以上（改正前：30万円以
上）に引き上げられました。

⑾　給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除制度について、次
の見直しが行われました。
①　法人の継続雇用者給与等支給額が増加した場合に係る措置は、令和 8

年 3 月31日をもって廃止されました。
②　特定法人の継続雇用者給与等支給額が増加した場合に係る措置につい

て、次の見直しが行われました。
イ　原則の税額控除割合（10％）を適用できる場合が、継続雇用者給与

等支給増加割合が 4 ％以上（改正前： 3 ％以上）である場合とされま
した。

ロ　継続雇用者給与等支給増加割合が 4 ％以上である場合に税額控除割
合に15％を加算する措置について、その継続雇用者給与等支給増加割
合が 5 ％以上である場合に税額控除割合に 5 ％（その継続雇用者給与
等支給増加割合が 6 ％以上である場合には、15％）を加算する措置と
されました。

ハ　教育訓練費に係る上乗せ措置が廃止されました。
③　中小企業者等の雇用者給与等支給額が増加した場合に係る措置におけ

る教育訓練費に係る上乗せ措置が廃止されました。
⑿　生産工程効率化等設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別

控除制度について、次の見直しが行われました。
①　カーボンニュートラルに向けた投資促進税制について次の見直しが行

われた上、特定認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画の認定期
限が、令和10年 3 月31日まで 2 年延長されました。
イ　特別償却割合及び税額控除割合が、次の生産工程効率化等設備の区

分に応じそれぞれ次の割合とされました。ただし、特定大企業等につ
いては、その炭素生産性向上率を改正前の炭素生産性向上率に据え置
くこととされており、その上で、下記ロＡ又はＢの特別償却割合又は
税額控除割合を適用することとされています。
イ　中小企業者（適用除外事業者又は通算適用除外事業者に該当する
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ものを除きます。以下同じです。）が事業の用に供した生産工程効
率化等設備……その特定認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応
計画に記載された次の炭素生産性向上率の区分に応じそれぞれ次の
割合
Ａ　炭素生産性向上率22％以上（改正前：17％以上）……特別償却

割合30％（改正前：50％）又は税額控除割合10％（改正前：14
％）

Ｂ　炭素生産性向上率17％以上22％未満（改正前：10％以上17％未
満）……特別償却割合30％（改正前：50％）又は税額控除割合 5
％（改正前：10％）

ロ　中小企業者以外の法人が事業の用に供した生産工程効率化等設備
……その特定認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載
された次の炭素生産性向上率の区分に応じそれぞれ次の割合
Ａ　炭素生産性向上率25％以上（改正前：20％以上）……特別償却

割合30％（改正前：50％）又は税額控除割合 8 ％（改正前：10
％）

Ｂ　炭素生産性向上率20％以上25％未満（改正前：15％以上20％未
満）……特別償却割合30％（改正前：50％）又は税額控除割合 3
％（改正前： 5 ％）

ロ　対象となる事業年度から、下記⒀の制度における産業競争力強化法
の特定生産性向上設備等に係る確認を受けた法人のその特定生産性向
上設備等の投資に関する計画の期間内の日を含む各事業年度が除外さ
れました。

②　戦略分野国内生産促進税制に係る不適用措置について、次の見直しが
行われました。
イ　継続雇用者給与等支給額に係る要件について、継続雇用者給与等支

給増加割合が 2 ％以上（改正前： 1 ％以上）であることとされました。
ロ　継続雇用者給与等支給額に係る要件及び国内設備投資額に係る要件

のいずれにも該当しないこととの要件について、継続雇用者給与等支
給額に係る要件又は国内設備投資額に係る要件のいずれかに該当しな
いこととの要件とされました。

⒀　青色申告書を提出する法人が、生産等設備を構成する機械装置、工具、
器具備品、建物、建物附属設備、構築物及び一定のソフトウエアで、産業
競争力強化法に規定する特定生産性向上設備等（その法人が経済社会情勢
の変化を踏まえた企業の事業活動の持続的な発展を図るための産業競争力
強化法等の一部を改正する法律の施行の日から令和11年 3 月31日までの期
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間（以下「指定期間」といいます。）内に産業競争力強化法の確認を受け
たものに限ります。以下「特定生産性向上設備等」といいます。）に該当
するもののうち一定の規模のもの（以下「特定機械装置等」といいます。）
の取得等をする場合において、その確認を受けた日から同日以後 5 年を経
過する日までの間に、その特定機械装置等の取得等をして、これを国内に
あるその法人の事業の用に供したときは、その事業の用に供した事業年度
において、その特定機械装置等の取得価額から普通償却限度額を控除した
金額に相当する金額の特別償却（即時償却）とその取得価額の 7 ％（建物、
建物附属設備及び構築物については、 4 ％）相当額の税額控除との選択適
用ができる制度が創設されました。なお、税額控除の適用を受ける場合に
おける控除を受ける金額は、当期の調整前法人税額の20％相当額を上限と
することとされています。
　また、青色申告書を提出する法人で指定期間内にされた産業競争力強化
法の認定に係る認定事業適応事業者（その同法の認定事業適応計画（同法
の国際経済事情激変事業適応に関するものに限ります。以下「認定国際経
済事情激変事業適応計画」といいます。）にその認定国際経済事情激変事
業適応計画に従って行う同法の国際経済事情激変事業適応のための措置と
して特定生産性向上設備等を導入する旨の記載があるものに限ります。）
であるものに係る税額控除限度超過額については、 3 年間の繰越しができ
ることとされています。

⒁　法人税の額から控除される特別控除額の特例における特定税額控除制度
の不適用措置について、次の見直しが行われた上、その適用期限が令和11
年 3 月31日まで 2 年延長されました。
①　特定税額控除制度に、上記⑶の制度が追加されました。
②　次の要件の見直しが行われました。

イ　継続雇用者給与等支給額に係る要件について、上乗せ要件の対象に
該当する場合には、継続雇用者給与等支給増加割合が 2 ％以上（改正
前： 1 ％以上）であることとされ、その他の場合には、継続雇用者給
与等支給増加割合が 1 ％以上であること（改正前：その法人の継続雇
用者給与等支給額がその継続雇用者比較給与等支給額を超えること）
とされました。

ロ　次の特定税額控除制度については、継続雇用者給与等支給額に係る
要件及び国内設備投資額に係る要件のいずれかに該当しない（改正
前：いずれにも該当しない）場合（その対象年度が設立事業年度及び
合併等事業年度のいずれにも該当しない場合であって、その対象年度
の所得の金額がその対象年度の前事業年度の所得の金額以下である場
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合を除きます。）にその特定税額控除制度を適用しないこととされま
した。
イ　地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得

した場合の法人税額の特別控除制度
ロ　生産工程効率化等設備を取得した場合の法人税額の特別控除制度

⒂　通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額の特例につい
て、次の見直しが行われました。
①　通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額の特例に係

る措置について、措置の対象に上記⒀の制度が追加されました。
②　通算承認の失効の場合の法人税額の特例に係る措置について、措置の

対象に次の規定が追加される等の見直しが行われました。
イ　試験研究を行った場合の法人税額の特別控除のうち、中小企業技術

基盤強化税制における中小企業者等税額控除限度額に係る税額控除、
中小企業技術基盤強化税制における中小企業者等税額控除限度超過額
の繰越控除及び中小企業技術基盤強化税制に係る調整対象金額が当初
申告税額控除可能額を超える場合の税額控除に係る規定

ロ　上記⑶及び⒀の制度に係る規定
2 　特別償却関係

⑴　特定船舶の特別償却制度について、特例匿名組合船舶の範囲が海上運送
法第39条の 2 第 2 項第 2 号に規定する認定事業基盤強化事業者が製造した
先進船舶に限定された上、その適用期限が令和11年 3 月31日まで 3 年延長
されました。

⑵　特定事業継続力強化設備等の特別償却制度について、特定事業継続力強
化設備等のうち器具備品の取得価額要件が、40万円以上（改正前：30万円
以上）に引き上げられました。

⑶　環境負荷低減事業活動用資産等の特別償却制度の適用期限が、令和10年
3 月31日まで 2 年延長されました。

⑷　輸出事業用資産の割増償却制度の適用期限が、令和10年 3 月31日まで 2
年延長されました。

⑸　特定都市再生建築物の割増償却制度について、事業区域の全部又は一部
が特定都市再生緊急整備地域内にある場合における都市再生事業の要件に
公共施設面積割合が10％以上であることが追加される等の見直しが行われ
た上、その適用期限が令和11年 3 月31日まで 3 年延長されました。

⑹　倉庫用建物等の割増償却制度は、適用期限（令和 8 年 3 月31日）の到来
をもって廃止されました。
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3 　準備金関係
⑴　海外投資等損失準備金制度の適用期限が、令和10年 3 月31日まで 2 年延

長されました。
⑵　特定原子力施設炉心等除去準備金制度の適用期限が、令和11年 3 月31日

まで 3 年延長されました。
4 　土地税制関係

⑴　土地の譲渡等がある場合の特別税率について、次の改正が行われました。
①　優良住宅地等のための譲渡に該当する土地等の譲渡に係る適用除外措

置及び確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する土地等の譲渡に
係る適用除外措置について、次の見直しが行われました。
イ　優良住宅地等のための譲渡に該当する土地等の譲渡に係る適用除外

措置の対象から密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法
律による認定建替計画に係る建築物の建替えを行う事業の用に供する
ためにその事業の認定事業者に対して行う土地等の譲渡が除外されま
した。

ロ　優良住宅地等のための譲渡に該当する土地等の譲渡に係る適用除外
措置の対象に、承認地域経済牽引事業用地整備を行う承認地域経済牽
引事業用地整備者に対する土地等の譲渡で、その譲渡に係る土地等が
その承認地域経済牽引事業用地整備の用に供されるものが追加されま
した。

ハ　優良住宅地等のための譲渡に該当する土地等の譲渡に係る適用除外
措置について、マンションの建替え等の円滑化に関する法律の改正に
伴う見直しが行われました。

ニ　これらの適用除外措置の対象となる都市計画区域内において優良住
宅の認定を受けた25戸以上の一団の住宅又は15戸以上若しくは床面積
1,000㎡以上の中高層耐火共同住宅の建設が行われる一定の住宅建設
事業の用に供するためにその事業者に対して行う土地等の譲渡に係る
都道府県知事等の認定基準のうち住宅の建築費の単価基準について、
その建設される耐火構造を有する住宅に係る建築費の単価基準の上限
が160万円 /3.3㎡（改正前：100万円 /3.3㎡）に引き上げられました。

ホ　法人が、これらの適用除外措置の対象となる都市計画法の開発許可
を受けて住宅建設の用に供される一団の宅地の造成が行われる一定の
住宅地造成事業の用に供するためにその事業者に対して行う土地等の
譲渡等に該当するものをした場合におけるその譲渡をした土地等がそ
の譲渡をした時において地すべり防止区域等内にあるときは、その土
地等の譲渡は、優良住宅地等のための譲渡に該当する土地等の譲渡及
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び確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する土地等の譲渡に該
当しないものとみなすこととされました。

②　制度の適用停止措置の期限が令和11年 3 月31日まで、優良住宅地等の
ための譲渡に該当する土地等の譲渡に係る適用除外措置及び確定優良住
宅地等予定地のための譲渡に該当する土地等の譲渡に係る適用除外措置
の期限が令和10年12月31日まで、それぞれ 3 年延長されました。

⑵　短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率について、適用除外
措置の対象となる法人が優良住宅の認定を受けて新築した住宅の敷地の用
に供された1,000㎡以上の一団の宅地のその法人による譲渡及び法人が優
良住宅の認定を受けて新築した住宅の敷地の用に供された1,000㎡未満の
一団の宅地のその法人による譲渡に係る都道府県知事等の認定基準のうち
住宅の建築費の単価基準について、その建設される耐火構造を有する住宅
に係る建築費の単価基準が160万円 /3.3㎡（改正前：100万円 /3.3㎡）に引
き上げられた上、制度の適用停止措置の期限が、令和11年 3 月31日まで 3
年延長されました。

⑶　収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例等における収用等の
証明書及び簡易証明制度の対象となる事業に係る証明書について、小規模
保育事業の用に供する施設に係る部分について、地方公共団体又は社会福
祉法人が設置する保育を必要とする児童であって満 ３ 歳以上のものを保育
することを目的とする一定の施設が追加されました。

⑷　換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例について、マンショ
ンの建替え等の円滑化に関する法律の改正に伴い、資産につきマンション
再生事業が施行された場合においてその資産に係る権利変換により再生後
マンションに関する権利を取得する権利又はその再生後マンションに係る
敷地利用権を取得するときを制度の対象とすること等の見直しが行われま
した。

⑸　特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除
制度について、マンション建替事業の施行に伴い、やむを得ない事情によ
り、土地等に係る権利変換により補償金を取得する場合又は売渡請求若し
くは買取請求により土地等が買い取られる場合の措置に係る見直し等が行
われました。

⑹　特定の資産の買換えの場合等の課税の特例について、次の見直しが行わ
れた上、その適用期限が令和11年 3 月31日まで 3 年（日本船舶の買換えに
係る措置のうち建設業及びひき船業の用に供される船舶については、令和
10年 3 月31日まで 2 年）延長されました。
①　航空機騒音障害区域の内から外への買換えのうち防衛施設周辺の生活
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環境の整備等に関する法律の第二種区域に係る措置が、制度の対象から
除外されました。

②　既成市街地等及びこれに類する一定の区域（人口集中地区）内におけ
る土地の計画的かつ効率的な利用に資する施策の実施に伴う土地等の買
換えに係る措置について、買換資産が、既成市街地等であって、防災街
区整備方針に定められた防災再開発促進地区の区域等以外の区域内にあ
る場合に圧縮割合が60％（改正前：80％）に引き下げられる等の見直し
が行われました。

③　所有期間が10年を超える国内にある土地等、建物又は構築物から国内
にある一定の土地等、建物又は構築物への買換えに係る措置について、
買換資産のうち建物（その附属設備を含みます。）について、特定施設
の用に供されるものに、買換資産のうち構築物について、特定施設に係
る事業の遂行上必要なものに、それぞれ限定されました。

④　日本船舶の買換えに係る措置における建設業及びひき船業の用に供さ
れる船舶について、譲渡資産から、その船舶に設置されている原動機の
定格出力の合計が1,500kW 以下のものが除外されました。

5 　その他の特別措置関係
⑴　国家戦略特別区域における指定法人の課税の特例について、対象事業の

見直しが行われた上、内国法人の指定期限が令和10年 3 月31日まで 2 年延
長されました。

⑵　特定投資運用業者の役員に対する業績連動給与の損金算入の特例は、適
用期限（令和 8 年 3 月31日）の到来をもって廃止されました。

⑶　中小企業者の欠損金等以外の欠損金の繰戻しによる還付の不適用措置に
ついて、不適用措置の対象から除かれるみなし公益法人等の範囲へのマン
ション除却組合の追加等が行われた上、その措置の適用期限が令和10年 3
月31日まで 2 年延長されました。

⑷　特定事業活動として特別新事業開拓事業者の株式の取得をした場合の課
税の特例について、次の見直しが行われた上、その適用期限が令和10年 3
月31日まで 2 年延長されました。
①　制度の対象となる特定株式に、購入により取得した株式でその取得の

日から起算して 3 年を経過する日までにその取得をした法人がその特別
新事業開拓事業者の総株主の議決権の50％を超える議決権を有するもの
となることが見込まれる場合におけるその取得をする株式が追加され、
その特定株式に係る所得控除額の上限がその取得価額の20％相当額とさ
れました。

②　特定株式（増資特定株式を除きます。）に係る特別勘定を設けている
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法人（以下「設定法人」といいます。）を合併法人とし、その特定株式
を発行した法人を被合併法人とする合併が行われた場合には、その特定
株式に係る特別勘定の金額は、設定法人の合併の日を含む事業年度の翌
事業年度から 5 年間で均等額を取り崩すこととされました。

③　増資特定株式及び購入特定株式に係る取得価額基準が次のとおり見直
されました。
イ　中小企業者以外の法人が資本金の額の増加に伴う払込みにより取得

する内国法人の株式の取得価額が、 2 億円以上（改正前： 1 億円以
上）に引き上げられました。

ロ　法人が購入により取得する内国法人の株式でその取得により当該特
別新事業開拓事業者の総株主の議決権の50％を超える議決権を有する
こととなる株式の取得価額が、 7 億円以上（改正前： 5 億円以上）に
引き上げられました。

⑸　特定の医療法人の法人税率の特例における国税庁長官の承認等の要件に
ついて、「自費患者に対し請求する金額が、社会保険診療報酬と同一の基
準により計算されること」との基準が、自費患者に対する請求金額のうち
特定外国人患者の診療報酬の額にあっては、「特定外国人患者請求額が、
社会保険診療報酬と同一の基準により計算される金額から当該金額に 3 を
乗じて得た金額までの範囲内であって地域における標準的な料金を超えな
いものであること」とされました。

⑹　農地所有適格法人の肉用牛の売却に係る所得の課税の特例の適用期限が、
令和12年 3 月31日まで 3 年延長されました。

⑺　中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例について、
次の見直しが行われた上、その適用期限が令和11年 3 月31日まで 3 年延長
されました。
①　対象となる減価償却資産の取得価額が40万円未満（改正前：30万円未

満）に引き上げられました。
②　対象となる法人のうち特定法人以外の法人の要件における常時使用す

る従業員の数が、400人（改正前：500人）に引き下げられました。
⑻　投資法人に係る課税の特例における特例特定資産に係る措置について、

特例特定資産の範囲が再生可能エネルギー発電設備のうち太陽光、風力、
水力又は地熱を電気に変換する設備及びその附属設備に該当するものに限
定された上、特例特定資産の取得期限が令和13年 3 月31日まで 5 年延長さ
れました。

⑼　認定株式分配に係る課税の特例について、産業競争力強化法の事業再編
計画の認定を令和 8 年 4 月 1 日以後に受けた法人が行う現物分配が認定株
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式分配に該当する場合には、その認定株式分配は株式分配に該当すること
とし、その認定株式分配で現物分配法人及び完全子法人が事業の成長発展
が見込まれるものである等の要件に該当するものは適格株式分配とみなし
て、法人税法その他の法令の規定を適用する制度に見直されました。

⑽　退職年金等積立金に対する法人税の課税の停止措置の適用期限が、令和
11年 3 月31日まで 3 年延長されました。

⑾　公益法人等の損益計算書等の提出について、損益計算書等の提出を要し
ないみなし公益法人等の範囲へのマンション除却組合の追加等が行われま
した。

6 　震災税特法関係
⑴　特定復興産業集積区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法

人税額の特別控除制度は、適用期限（令和 8 年 3 月31日）の到来をもって
廃止されました。

⑵　企業立地促進区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人
税額の特別控除制度について、次の見直しが行われました。
①　特定事業活動振興計画に係る措置の適用期限が、令和11年 3 月31日ま

で 3 年延長されました。
②　新産業創出等推進事業促進計画に係る措置について、次の見直しが行

われた上、その適用期限が令和11年 3 月31日まで 3 年延長されました。
イ　新産業創出等推進事業促進計画の対象事業である新産業創出等推進

事業について、従前の新産業創出等推進事業である廃炉等、ロボット、
農林水産業等の分野のいずれかに該当する一定の事業のほか、新たな
技術を活用し又は産業の発展に寄与する事業であって、福島国際研究
産業都市区域における産業集積の形成及び活性化を図る上で中核とな
る事業（以下「その他産業発展寄与事業」といいます。）が追加され
ました。

ロ　上記イに伴い、その他産業発展寄与事業に係る対象資産について、
認定新産業創出等推進事業実施計画に従ってその他産業発展寄与事業
の用に供する施設又は設備の新設又は増設した認定事業者がその新設
又は増設に伴い新たに取得し、又は製作し、若しくは建設した機械装
置、建物等及び構築物のうち、その認定事業者の認定新産業創出等推
進事業実施計画に記載されたものとされました。

ハ　上記イに伴い、その他産業発展寄与事業に係る対象資産の特別償却
割合及び税額控除割合について、それぞれ次の割合とされました。
イ　特別償却割合……45％（建物等及び構築物については、23％）
ロ　税額控除割合……14％（建物等及び構築物については、 7 ％）
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⑶　特定復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額
の特別控除制度は、適用期限の到来（令和 8 年 3 月31日）をもって廃止さ
れました。

⑷　企業立地促進区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税
額の特別控除制度について、次の見直しが行われました。
①　特定事業活動振興計画に係る措置の法人指定の期限が、令和11年 3 月

31日まで 3 年延長されました。
②　新産業創出等推進事業促進計画に係る措置について、次の見直しが行

われた上、その法人認定の期限が令和11年 3 月31日まで 3 年延長されま
した。
イ　新産業創出等推進事業促進計画の対象事業である新産業創出等推進

事業について、従前の新産業創出等推進事業である廃炉等、ロボット、
農林水産業等の分野のいずれかに該当する一定の事業のほか、新たな
技術を活用し又は産業の発展に寄与する事業であって、福島国際研究
産業都市区域における産業集積の形成及び活性化を図る上で中核とな
る事業（以下「その他産業発展寄与事業」といいます。）が追加され
ました。

ロ　上記イに伴い、その他産業発展寄与事業に係る対象雇用者について、
次の者とされました。
イ　避難対象雇用者等
ロ　次の者（上記イの者を除きます。）

Ａ　平成23年 3 月11日において福島国際研究産業都市区域の区域内
に所在する事業所に勤務していた者

Ｂ　平成23年 3 月11日において福島国際研究産業都市区域の区域内
に居住していた者

ハ　上記イに伴い、その他産業発展寄与事業を行う事業所に勤務する対
象雇用者に対して支給する給与等の額に係る税額控除割合について、
9 ％とされました。

ニ　本措置の適用対象となる給与等の額から、その給与等の額のうち上
記 1⑶の制度により本措置の適用対象となる事業年度の所得に対する
調整前法人税額から控除する金額の計算の基礎となった金額を控除す
ることとされました。

⑸　特定復興産業集積区域における開発研究用資産の特別償却等制度は、適
用期限（令和 8 年 3 月31日）の到来をもって廃止されました。

⑹　新産業創出等推進事業促進区域における開発研究用資産の特別償却等制
度の適用期限が、令和11年 3 月31日まで 3 年延長されました。

706

709

712

713

― 59 ―



⑺　被災代替船舶の特別償却制度は、適用期限の到来（令和 8 年 3 月31日）
をもって廃止されました。

⑻　特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控
除制度の特例について、適用対象区域が避難解除区域等（改正前：特定住
宅被災市町村の区域）に限定された上、その適用期限が令和11年 3 月31日
まで 3 年延長されました。

租税特別措置法等（相続税・贈与税関係）の改正

1　国等に対して相続財産を贈与した場合等の相続税の非課税等の改正
　本措置の対象となる専修学校で行われる専門課程の要件が「修業期間を通
ずる授業時間数が1,700時間以上であること」から「修業期間を通ずる単位
数が62単位以上であること」とされました。
2 　直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置の新
規適用停止
　信託受益権等の取得等に係る期限（令和 8 年 3 月31日）は延長しないこと
とされました。
3 　非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予の特例制度等の改正

⑴　いわゆる法人版事業承継税制の特例について、特例承継計画の提出期限
が令和 9 年 9 月30日まで 1 年 6 月延長されました。

⑵　いわゆる個人版事業承継税制について、所得税の青色申告特別控除の見
直しに伴い所要の措置が講じられるとともに、個人事業承継計画の提出期
限が令和10年 9 月30日まで 2 年 6 月延長されました。

4 　租税特別措置の適用期限の延長
⑴　医業継続に係る贈与税・相続税の納税猶予制度等の適用期限が令和11年

12月31日まで 3 年延長されました。
⑵　農地等についての納税猶予制度に係る利子税の特例の適用期限が令和13

年 3 月31日まで 5 年延長されました。
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租税特別措置法等（登録免許税関係）の改正

1　マンション建替事業の施行者等が受ける権利変換手続開始の登記等の免税
措置の改正
　マンション建替事業等からマンション再生事業等への改組後も引き続き本
特例を適用できることとするほか、次の見直しが行われた上、適用期限が令
和10年 3 月31日まで 2 年延長されました。
⑴　マンション再生事業に伴い受ける権利変換後の土地に関する権利につい

て必要な登記のうち免税対象外とされる部分の計算方法が見直されました。
⑵　本特例の対象となるマンション再生事業に係る床面積の要件が緩和され

ました。
⑶　マンション除却事業に伴い受ける登記が本特例の対象に追加されました。
2 　経営強化計画等に基づき行う登記の税率の軽減措置の改正

　金融機能強化法の改正に伴う所要の見直しが行われた上、適用期限が令和
13年 3 月31日まで 5 年延長されました。
3 　診療所の用に供する建物を建築した場合の所有権の保存登記等の税率の軽
減措置の創設
　診療所の開設者又は管理者が、令和 8 年 4 月 1 日から令和10年 3 月31日ま
での間に、一定の区域において診療所の用に供する建物の建築又は取得をし
た場合等には、その建物の所有権の保存登記等に対する登録免許税の税率を、
1,000分の 2 （本則1,000分の 4 ）等に軽減する措置が講じられました。
4 　認定民間都市再生事業計画に基づき建築物を建築した場合の所有権の保存
登記の税率の軽減措置の改正
　建築期間に係る要件及び特定民間都市再生事業に係る要件の見直しが行わ
れた上、適用期限が令和11年 3 月31日まで 3 年延長されました。
5 　地盤の液状化により被害を受けた土地に係る所有権の移転登記の免税措置
の創設
　地盤の液状化により被害を受けた一定の土地について、国土調査法の規定
により定められた事業計画に基づく地籍調査により作成された地図における
当該土地の境界をその土地の筆界とするために分筆の登記がされた場合にお
いて、その分筆後の土地に隣接する他の土地の所有権の登記名義人がその分
筆後の土地の所有権を取得したときにおけるその土地の所有権の移転登記に
対する登録免許税を免税とする措置が講じられました。
6 　東日本大震災の被災者等が新築又は取得をした建物に係る所有権の保存登
記等の免税措置の改正
　適用対象となる東日本大震災により滅失等をした建物の範囲が、福島県の
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区域内に所在していたものに限定された上、適用期限が令和11年 3 月31日ま
で 3 年延長されました。
7 　東日本大震災の被災者等が被災代替建物に係る土地を取得した場合の所有
権の移転登記等の免税措置の改正
　適用対象となる土地の範囲が、上記 6の建物に代わるものの敷地の用に供
される土地に限定された上、適用期限が令和11年 3 月31日まで 3 年延長され
ました。
8 　東日本大震災の被災者等が取得した農用地に係る所有権の移転登記等の免
税措置の改正
　適用対象が、警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定
指示等の対象区域内に所在していた農用地に代わるものとして取得をした農
用地に限定されました。
9 　租税特別措置等の適用期限の延長・廃止

⑴　東日本大震災の被災者等が建造又は取得をした漁船に係る所有権の保存
登記等の免税措置の適用期限が令和 9 年 3 月31日まで 1 年延長されました。

⑵　次に掲げる租税特別措置の適用期限が令和10年 3 月31日まで 2 年延長さ
れました。
①　農用地利用集積等促進計画に基づき農用地等を取得した場合の所有権

の移転登記の税率の軽減措置
②　農地中間管理機構が農用地等を取得した場合の所有権の移転登記の税

率の軽減措置
③　医療機関の開設者が再編計画に基づき不動産を取得した場合の所有権

の移転登記等の税率の軽減措置
④　都市緑化支援機構が土地を取得した場合の所有権の移転登記の免税措

置
⑶　次に掲げる租税特別措置の適用期限が令和11年 3 月31日まで 3 年延長さ

れました。
①　土地の売買による所有権の移転登記等の税率の軽減措置
②　居住誘導区域等権利設定等促進計画に基づき不動産を取得した場合の

所有権等の移転登記等の税率の軽減措置
⑷　次に掲げる租税特別措置等は適用期限の到来をもって廃止されました。

①　特定連絡道路工事施行者が取得した特定連絡道路に係る土地の所有権
の移転登記の免税措置

②　被災関連市町村から特定の交換により土地を取得した場合の所有権の
移転登記の免税措置

③　東日本大震災の影響により自己資本の充実を図ることが必要となった
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金融機関等が金融機能の強化のための特別措置に関する法律に規定する
経営強化計画に基づき行う登記の税率の軽減措置

国際課税関係の改正

一　グローバル・ミニマム課税への対応
Ⅰ　各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税等に係る改正

⑴　共存システムへの対応
①　最終親会社等の所在地国に関する適用免除基準

　特定多国籍企業グループ等の最終親会社等が各対象会計年度において
一定の要件（いわゆる共存適格要件）を満たしていると国際的に認めら
れる国又は地域として財務大臣が指定する国又は地域を所在地国とする
場合には、その対象会計年度のその特定多国籍企業グループ等に属する
構成会社等又はその特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等の
グループ国際最低課税額は、零とすることができることとされました。
　また、上記の財務大臣が指定する国又は地域として、アメリカ合衆国
が指定されました。

②　国別特別税額控除等相当額がある場合の国別実効税率等の計算の特例
　特定多国籍企業グループ等の選択により、国別特別税額控除等相当額

（原則として、特定費用の額の合計額又は特定資産に係る減価償却費の
額の合計額のいずれか多い金額の5.5％が上限額とされます。）を国別調
整後対象租税額に含むものとして、国別実効税率等の計算を行うことが
できる国別実効税率等の計算の特例が創設されました。

③　移行期間 CbCR セーフ・ハーバー
　適用期限を 1 年間延長（令和 9 年（2027年）末までに開始する対象会
計年度まで）することとされました。

⑵　移行対象会計年度前の対象会計年度において計上された繰延税金資産等
の取扱いに係る執行ガイダンスへの対応
　繰延対象租税額の計算について、移行対象会計年度前の対象会計年度に
おいて計上された繰延税金資産等のうち次に掲げる繰延税金資産等はない
ものとすることとされたほか、関連制度の見直しが行われました。
①　繰延税金資産を計上するためにされた国等との一定の取決めが存在す

ることその他これに準ずる事由により計上された繰延税金資産
②　法人税に相当する税に関する一定の法令の規定により、資産又は負債
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の金額が時価により評価されることにより計上された繰延税金資産又は
繰延税金負債

Ⅱ　各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税に係る改正
　特定多国籍企業グループ等の最終親会社等が各対象会計年度において一定
の要件（いわゆる共存適格要件のうち国内課税要件）を満たしていると国際
的に認められる国又は地域として財務大臣が指定する国又は地域を所在地国
とする場合には、その対象会計年度に係るその特定多国籍企業グループ等の
グループ国際最低課税残余額には、そのグループ国際最低課税残余額のうち
その最終親会社等の所在地国に係る部分の金額を含まないことができること
とされました。
Ⅲ　各対象会計年度の国内最低課税額に対する法人税に係る改正

⑴　共存システムへの対応
①　国内特別税額控除等相当額がある場合の国内実効税率等の計算の特例

　各対象会計年度の国内最低課税額に対する法人税においても、基本的
に上記Ⅰ⑴②と同様の改正が行われました。

②　移行期間 CbCR セーフ・ハーバー
　適用期限を 1 年間延長（令和 9 年（2027年）末までに開始する対象会
計年度まで）することとされました。

⑵　移行対象会計年度前の対象会計年度において計上された繰延税金資産等
の取扱いに係る執行ガイダンスへの対応
　各対象会計年度の国内最低課税額に対する法人税においても、基本的に
上記Ⅰ⑵と同様の改正が行われました。

二　外国関係会社に係る所得の課税の特例（外国子会社合算税制）等の見直し
⑴　解散した部分対象外国関係会社又は外国金融子会社等に係る特例の創設

①　部分対象外国関係会社及び外国金融子会社等に係る特例清算事業年度
におけるみなし規定（みなし特例）
　内国法人に係る外国関係会社が清算部分対象外国関係会社又は清算外
国金融子会社等に該当することとなった場合におけるその清算部分対象
外国関係会社又は清算外国金融子会社等の特例清算事業年度については、
当該清算部分対象外国関係会社は部分対象外国関係会社と、当該清算外
国金融子会社等は外国金融子会社等とそれぞれみなして、本税制を適用
することとされました。

②　異常所得の金額に係る計算
　清算部分対象外国関係会社又は清算外国金融子会社等の特例清算事業
年度については、異常所得の金額の計算における所得控除の金額の計算
の基礎となるイからハまでに掲げる金額は、それぞれ次に定める金額を
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用いることとされました。
イ　総資産の額　解散直前事業年度（清算部分対象外国関係会社又は清

算外国金融子会社等が最初に部分対象外国関係会社又は外国金融子会
社等に該当しないこととなった事業年度の前事業年度をいいます。以
下同じです。）終了の時における貸借対照表に計上されている総資産
の帳簿価額

ロ　人件費の額　解散直前事業年度の人件費の額
ハ　減価償却累計額　解散直前事業年度終了の時における貸借対照表に

計上されている減価償却累計額
③　異常な水準にある資本に係る所得の金額の計算

　特例清算事業年度における清算外国金融子会社等については、部分合
算課税の対象所得である「異常な水準にある資本」に係る所得の金額の
計算は不要とする改正が行われました。

④　用語の定義
イ　清算部分対象外国関係会社

　「清算部分対象外国関係会社」とは、解散した外国関係会社のうち、
その解散の日を含む事業年度開始の日前 2 年以内に開始した事業年度
のいずれにおいても部分対象外国関係会社に該当していたものをいい
ます。

ロ　清算外国金融子会社等
　「清算外国金融子会社等」とは、解散した外国関係会社のうち、そ
の解散の日を含む事業年度開始の日前 1 年以内に開始した事業年度の
いずれにおいても外国金融子会社等に該当していたものをいいます。

ハ　特例清算事業年度
　「特例清算事業年度」とは、清算部分対象外国関係会社又は清算外
国金融子会社等が最初に部分対象外国関係会社又は外国金融子会社等
に該当しないこととなった事業年度終了の日から同日以後 3 年を経過
した日までの期間内の日を含む事業年度をいいます。

⑤　清算特例に係る担保措置
イ　清算部分対象外国関係会社又は清算外国金融子会社等に係る担保措

置
　国税庁の当該職員又は内国法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄
国税局の当該職員は、内国法人に係る外国関係会社が清算部分対象外
国関係会社又は清算外国金融子会社等のいずれかに該当するかどうか
を判定するために必要があるときは、その内国法人に対し、期間を定
めて、その外国関係会社が清算部分対象外国関係会社又は清算外国金
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融子会社等に該当することを明らかにする書類その他の資料の提示又
は提出を求めることができることとされています。この場合において、
当該書類その他の資料の提示又は提出がないときは、その外国関係会
社は清算部分対象外国関係会社又は清算外国金融子会社等に該当しな
いものと推定されることとされました。

ロ　特例清算事業年度に係る担保措置
　国税庁の当該職員又は内国法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄
国税局の当該職員は、内国法人に係る外国関係会社の各事業年度が特
例清算事業年度に該当するかどうかを判定するために必要があるとき
は、その内国法人に対し、期間を定めて、各事業年度が特例清算事業
年度に該当することを明らかにする書類その他の資料の提示又は提出
を求めることができることとされています。この場合において、当該
書類その他の資料の提示又は提出がないときは、当該各事業年度は特
例清算事業年度に該当しないものと推定されることとされました。

⑥　改正前の解散した外国金融子会社等に係る特例の廃止
　改正前の解散した外国金融子会社等に係る特例については、上記①か
ら⑤までの改正に伴い廃止することとされました。

⑵　ペーパー・カンパニー特例に係る資産割合要件の見直し
　ペーパー・カンパニーの範囲から除外される外国関係会社に係る資産割
合要件の判定方法について、その外国関係会社の事業年度終了の時におけ
る貸借対照表に計上されている総資産の額が零である場合には、その資産
割合要件の判定を求めないこととされました。

⑶　租税負担割合の計算の特例の見直し
　外国関係会社の本店所在地国の外国法人税の税率が所得の額に応じて高
くなる場合に最高税率を用いて租税負担割合を計算することができる特例
について、その最高税率が適用されることが通常見込まれないこと等の事
情により本特例を適用することが著しく不適当であると認められる場合に
は、本特例を適用することができないこととされました。

⑷　居住者の外国関係会社に係る所得の課税の特例
　居住者の外国関係会社に係る所得の課税の特例についても、上記⑴から
⑶までと基本的に同様の改正が行われました。

⑸　関連制度の見直し
　特殊関係株主等である内国法人等に係る外国関係法人に係る所得の課税
の特例についても、上記⑴から⑷までと基本的に同様の改正が行われまし
た。
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三　その他
⑴　外国組合員に対する課税の特例の見直し

　本特例の適用要件について、次の見直しを行うこととされました。
①　投資組合事業に係る業務の執行を行わないこととの要件における投資

組合事業に係る業務の執行の承認等から除外される行為の範囲を、その
業務の執行を行う者等とその投資組合事業に係る投資組合の有限責任組
合員との利益が相反する取引についての承認等（改正前：その業務の執
行を行う者の自己取引等についての承認等）とすることとされました。

②　投資組合財産に対する持分割合（以下「投資組合財産持分割合」とい
います。）が25％未満であることとの要件について、投資組合契約にお
いて、その投資組合契約によって成立する投資組合にその有限責任組合
員等から構成される一定の合議体（組合員等委員会）を設置する旨が定
められている場合には、その投資組合の有限責任組合員の投資組合財産
持分割合を50％未満に引き上げることとされました。

③　投資組合契約に基づいて恒久的施設を通じて事業を行っていないとし
たならば恒久的施設帰属所得を有しないこととなることとの要件は廃止
することとされました。

⑵　非居住者のカジノ行為の勝金に係る一時所得の非課税措置の適用開始時
期の見直し
　本非課税措置の適用期間を令和12年 1 月 1 日から令和16年12月31日まで

（改正前：令和 9 年 1 月 1 日から令和13年12月31日まで）の 5 年間とする
こととされました。

⑶　特定外国法人が特定金融機関等との間で行う債券現先取引に係る利子等
の非課税措置の改正
　適用期限が令和11年 3 月31日まで 3 年延長されました。

⑷　租税条約等実施特例法の改正
①　新たな限度税率を定める租税条約に対応するための国内法の整備

　租税条約の限度税率が住民税をも含めて規定されている場合における
法人税の軽減額の計算に係る限度税率について、限度税率が 8 ％である
場合には6.8％の税率とすることとされました。

②　非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度の改正
イ　特定取引の範囲の改正

　本制度の対象となる特定取引の範囲から、履行保証金弁済信託契約
の締結を除外することとされました。

ロ　報告対象国の範囲の改正
　報告対象国の範囲について、 3 か国・地域の租税条約等の相手国等
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が追加されるとともに、 3 か国・地域の租税条約等の相手国等が除外
されました。

③　特定電子移転財産権の徴収手続の整備等に伴う徴収共助制度の改正
イ　特定電子移転財産権の徴収手続の整備

　今般の国税徴収法の改正において、暗号資産等の電子情報処理組織
を用いて移転する一定の財産に係る権利（特定電子移転財産権）の徴
収手続の整備が行われたことに伴い、租税条約等の相手国等の租税の
徴収の共助について、同法の改正において整備された規定を準用する
とともに、罰則規定についても同法の改正と同趣旨の整備が行われま
した。

ロ　差押えに係る不動産の売却価額等に相当する額の国税の納付による
差押解除手続の整備
　今般の国税徴収法の改正において、差押えに係る不動産の売却価額
等に相当する額の国税の納付による差押解除手続の整備が行われたこ
とに伴い、租税条約等の相手国等の租税の徴収の共助について所要の
整備が行われました。

④　国税犯則調査手続の見直しに伴う租税条約等の相手国等への情報提供
のための調査手続に関する規定の整備
　租税条約等の相手国等から犯則事件の調査に必要な情報の提供要請が
あった場合における租税条約等の相手国等への情報提供のための調査手
続について、国税犯則調査手続の見直しを踏まえた所要の整備が行われ
ました。

租税協定の締結

日本・キルギス租税協定の締結
　我が国とキルギス共和国との間の租税協定が署名されました。協定の主な
内容は以下のとおりです。
⑴　事業利得については、企業が進出先国内に支店等の恒久的施設を設けて

事業活動を行っている場合に、その恒久的施設に帰属する利得に対しての
み、進出先国において課税することができることを規定しています。

⑵　投資所得（配当、利子及び使用料）については、以下のとおり、源泉地
国（所得が生ずる国）における課税の上限（限度税率）が設けられ、又は
課税が免除されることを規定しています。
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現行条約（注 1 ） 新協定

配　当 15％
5 ％：�持分保有割合10％以上・保

有期間 6 か月以上（注 2 ）
10％：その他

利　子 免税：政府受取等
10％：その他

免税：政府受取等
8 ％：その他

使用料 免税：著作権
10％：その他 8 ％

（注 1 ）　キルギスとの間では、現在、旧ソ連との条約が適用されています。
（注 2 ）�　持分は、日本法人支払の場合は議決権、キルギス法人支払の場合は資本を指

します。

⑶　協定の規定に適合しない課税は、両国の税務当局間の協議による合意に
基づき解決されることを規定しています。

⑷　国際的な脱税及び租税回避に効果的に対処するため、両国間における租
税に関する情報交換を行うことを規定しています。

⑸　協定の特典の濫用を防止するため、協定の特典を受けることが取引等の
主要な目的の一つであったと認められる場合については、協定の特典は認
められないことを規定しています。

⑹　協定は、両国それぞれの国内手続（我が国においては国会の承認を得る
ことが必要であり、協定は第221回国会で承認されました。）を経た後、外
交上の経路を通じて、その国内手続の完了を確認する通告を相互に行い、
遅い方の通告が受領された日の後30日目の日に効力を生ずることとなりま
す。

消費税法等の改正

一　国境を越えた電子商取引に係る消費税制度の見直し
1　通信販売の方法による国内以外の地域から国内に宛てて発送される １ 万円

以下の資産の譲渡（特定少額資産の譲渡）については、その内外判定を国内
で行われた資産の譲渡等として位置づけ、販売時点において販売した事業者
に課税することとされました（改正前：国外取引として課税対象外）。
2　特定少額資産の譲渡を行い、又は行おうとする事業者についての登録制度

を設け、税務署長の登録を受けた事業者（特定少額資産販売事業者）が行う
特定少額資産の譲渡に係る課税貨物について、その輸入申告書に当該登録に
係る登録番号及び当該課税貨物が特定少額資産の譲渡に係るものであること
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を付記した場合には、当該課税貨物の保税地域からの引取りについて、消費
税を免除することとされました。
　また、この特定少額資産販売事業者として登録を受けることができる者は
課税事業者に限ることとされ、特定少額資産販売事業者については、事業者
免税点制度は適用しないこととされました。
3　特定少額資産の譲渡を行った特定少額資産販売事業者は、その発送に係る

仕入書等に登録番号及び特定少額資産の譲渡に係る資産に該当する旨の記載
を行うとともに、輸入者等に対してこれらの事項を通知しなければならない
こととされました。
4　特定少額資産販売事業者が行った特定少額資産の譲渡に係る資産以外の資

産については、それが特定少額資産の譲渡に係るものであると誤認されるお
それのある表示をした仕入書等の交付又は登録番号若しくは登録番号と誤認
されるおそれのある番号の通知を禁止することとされました。
5　課税事業者が行った特定少額資産の譲渡に係る課税貨物について、輸入時

に課税された場合には、輸入許可書等の一定の書類を当該課税事業者におい
て保存することを要件として、その課税された日の属する当該課税事業者の
課税期間における課税標準額に対する消費税額から当該特定少額資産の譲渡
に係る消費税額を控除することができることとされました。
6　次の資産の譲渡がデジタルプラットフォームを介して行われるものであっ

て、その対価について国税庁長官の指定を受けたプラットフォーム事業者
（第二種プラットフォーム事業者）を介して収受するものである場合には、
当該第二種プラットフォーム事業者がこれらの資産の譲渡を行ったものとみ
なす、資産の譲渡に係るプラットフォーム課税制度が創設されました。
⑴　国外事業者が国内において行う資産の譲渡（特定少額資産の譲渡に該当

するものを除きます。）
⑵　事業者が行う特定少額資産の譲渡

（注）　消費者向け電気通信利用役務の提供に係る特定プラットフォーム事業者に

ついては、上記改正に伴い、その名称が第一種プラットフォーム事業者に変

更されました。

二　適格請求書等保存方式に係る経過措置の見直し
1　個人事業者である適格請求書発行事業者の令和 9 年分及び令和10年分の課

税期間のうち適格請求書発行事業者の登録等がなかったとしたならば免税事
業者となる課税期間については、その納付税額の計算において、課税標準額
に対する消費税額に 7 割を乗じて計算した額を仕入控除税額とすることがで
きることとされました。
2　適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る税額控除に関
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する経過措置について、課税仕入れに係る控除の割合及び期間（改正前：令
和 8 年10月 1 日から令和11年 9 月30日まで50％）を次のとおり見直すととも
に、本経過措置が適用できる一の者からの課税仕入れの合計額の上限につい
て、 1 億円（改正前：10億円）に引き下げることとされました。
⑴　令和 8 年10月 1 日から令和10年 9 月30日まで　70％
⑵　令和10年10月 1 日から令和12年 9 月30日まで　50％
⑶　令和12年10月 1 日から令和13年 9 月30日まで　30％
三　その他の改正
1　金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律による改

正により、暗号資産の定義が資金決済に関する法律から金融商品取引法に移
行し有価証券等の金融商品と並んだ規制となることに伴い、その譲渡が消費
税の非課税対象とされる暗号資産の位置づけを、有価証券に類するもの（改
正前：支払手段に類するもの）に変更するとともに、暗号資産の譲渡に係る
課税売上割合の計算について、その譲渡対価の額の 5 ％相当額を資産の譲渡
等の対価の額（分母）に算入する（改正前：分母に算入しない）ほか、所要
の見直しが行われました。
２　事業者が盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律に規定する特定

金属くずを買い受ける場合において、同法に基づく特定金属くず買受業の届
出を行っているときは、一定の事項が記載された帳簿のみの保存により仕入
税額控除を認める古物商等特例の対象とされ、当該届出を行っていないとき
は古物商等特例の対象外とされました。
3　円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手

続等に関する法律の規定により権利変更決議の効力が生じたことによる債権
の切捨てがあったため、課税資産の譲渡等の税込価額の全部又は一部の領収
ができなくなった場合について、貸倒れに係る消費税額の控除の対象とする
こととされました。
4　事業者が輸出として行う資産の譲渡又は貸付けに係る対価を、現金により、

又はその相手方が支払った事実が明らかでない方法により受領する場合にお
ける輸出免税の適用要件に、その資産の仕向国における輸入許可書に相当す
る一定の書類（電磁的記録を含みます。）の保存を加えることとされました。
5　非居住者に対して行われる役務の提供のうち、国内に所在する不動産に関

する役務の提供について、輸出免税の対象外とすることとされました。また、
鉱業権等の一定の場所に紐づいて行使できる権利の非居住者に対する譲渡及
び貸付けについても、輸出免税の対象外とするほか所要の見直しが行われま
した。
6　消費税が非課税とされる役務の提供の範囲に、専修学校の専攻科における
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教育として行う役務の提供を加えることとされました。
7　貯留権及び試掘権について調整対象固定資産の範囲に加えるとともに、こ

れらの権利の譲渡等の内外判定は、これらの権利に係る貯留区域又は試掘区
域の所在地により行うこととされました。
8　国税の犯則調査手続のデジタル化に伴い、輸入品に対する内国消費税の徴

収等に関する法律において、電磁的記録提供命令の命令違反に対する罰則規
定についての適用関係の明確化が図られました。
9　消費税が非課税とされる身体障害者用物品について、個別商品についての

所要の見直しが行われました。

租税特別措置法等（間接税等関係）の改正

一　たばこ税関係の改正
　入国者が輸入する紙巻たばこのたばこ税の税率の特例措置の適用期限が 1
年延長されました。
二　石油石炭税関係の改正

　地球温暖化対策のための石油石炭税の税率の特例に係る軽減・還付措置の
適用期限が 3 年延長されました。
三　自動車重量税関係の改正
1　自動車重量税の免税等の特例措置について、その適用期限を 2 年延長した

上で、燃費性能等に関する要件を見直すこととされました。
2　公共交通移動等円滑化基準に適合した乗合自動車等に係る自動車重量税の

免税措置の適用期限が 3 年延長されました。
3　側方衝突警報装置等を装備した貨物自動車等に係る自動車重量税率の特例

措置について、歩行者検知機能を有する衝突被害軽減ブレーキを装備した乗
合自動車等に係る軽減措置の適用期限が 2 年 4 月延長されました。
四　国際観光旅客税関係の改正
1 　国際観光旅客税の税率が本邦からの出国 1 回につき3,000円（改正前：

1,000円）に引き上げられました。
2　国税犯則調査手続の見直しに伴い、税関職員に犯則事件の調査及び処分に

係る規定を適用する場合には、これらに係る罰則規定についても適用される
ことが明確化されました。
五　印紙税関係の改正
1　特定の学資としての資金の貸付けに係る消費貸借契約書の印紙税の非課税
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措置について、専修学校における専攻科の学生に対して行う特定の学資とし
ての資金の貸付けに係る消費貸借契約書を特例の対象に加えること等とされ
ました。
2　東日本大震災の被災者等に対して行う特別貸付けに係る消費貸借に関する

契約書の印紙税の非課税措置について、適用対象から株式会社東日本大震災
事業者再生支援機構を除外した上で、その適用期限が 5 年延長されました。
3　東日本大震災の被災者が作成する代替建物の取得又は新築等に係る不動産

の譲渡に関する契約書等の印紙税の非課税措置について、その適用期限が 3
年延長されるとともに、滅失等建物又は損壊建物の対象を福島県の区域内に
所在するものに限定されました。
4　東日本大震災の被災者が作成する被災農用地の譲渡に係る不動産の譲渡に

関する契約書等の印紙税の非課税措置について、適用対象から被災農用地に
係る不動産の譲渡に関する契約書等を除外した上で、その適用期限が撤廃さ
れました。
5　東日本大震災の被災者が作成する漁船の取得又は建造に係る漁船の譲渡に

関する契約書等の印紙税の非課税措置の適用期限が 1 年延長されました。
6　社会保険診療報酬支払基金の名称変更後における医療情報基盤・診療報酬

審査支払機構が作成する総合確保法第24条各号に掲げる業務に関する文書を
非課税文書の範囲に加えることとされました。
7　国民健康保険団体連合会が作成する健康増進法第67条の12第 1 号及び第 3

号（同条第 1 号の業務に係る業務に限ります。）に掲げる業務に関する文書
を非課税文書の範囲に加えることとされました。
六　揮発油税等関係の改正
1　揮発油税及び地方揮発油税の税率の特例措置等が廃止されました。
2　沖縄の揮発油に係る揮発油税及び地方揮発油税の軽減措置について、 1の

見直しに伴い、税率の見直しが行われました。

国税通則法等の改正

一　国税犯則調査手続の見直し
1　国税通則法の改正

⑴　電磁的記録に係る証拠収集手続の整備
①　電磁的記録提供命令の創設

イ　当該職員は、国税に関する犯則事件（以下「犯則事件」といいま

877

878

879

880

882

883

885
886

本　文
参照頁

894

― 73 ―



す。）を調査するため必要があるときは、裁判官があらかじめ発する
許可状により、電磁的記録を保管する者又は電磁的記録を利用する権
限を有する者に対して、次に掲げる方法（電磁的記録を利用する権限
を有する者に対しては、電磁的記録を記録媒体に記録させるものに限
ります。）により必要な電磁的記録を提供することを命ずる命令（以
下「電磁的記録提供命令」といいます。）をすることができることと
されました。
イ　電磁的記録を記録媒体に記録させ又は移転させてその記録媒体を

提出させる方法
ロ　電気通信回線を通じて電磁的記録をその命令をする者の管理に係

る記録媒体に記録させ又は移転させる方法
ロ　当該職員は、電磁的記録提供命令をする場合において、必要がある

ときは、裁判官の許可を受けて、その電磁的記録提供命令を受ける者
に対し、 1 年を超えない期間を定めて、みだりにその電磁的記録提供
命令を受けたこと等を漏らしてはならない旨を命ずることができるこ
ととされました。

ハ　正当な理由がなく、上記イ又はロの命令に違反したときは、その違
反行為をした者は、 1 年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金に処す
ることとされました。

②　電磁的記録提供命令の創設に伴う国税犯則調査手続の整備
イ　電磁的記録提供命令に際しての必要な処分

　当該職員は、電磁的記録提供命令により提出させた記録媒体につい
て、錠を外すこと等の必要な処分をすることができることとされまし
た。また、当該職員は、電磁的記録提供命令により提供させた電磁的
記録について、その内容を確認するための措置をとることその他必要
な処分をすることができることとされました。

ロ　電磁的記録提供命令の許可状の提示措置・夜間執行の制限等
　当該職員は、電磁的記録提供命令の許可状の提示をするため必要が
あるときは、裁判官の許可を受けて、人の住居等に入ることができる
こととするとともに、錠を外すこと等の必要な処分をすることができ
ることとされました。
　なお、上記にかかわらず、日没から日出までの間には、許可状に夜
間でも許可状の提示をすることができる旨の記載又は記録がなければ、
一定の場合を除き、電磁的記録提供命令の許可状の提示措置をとるた
めに人の住居等に入ることはできないこととされました。

ハ　身分の証明
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　当該職員は、電磁的記録提供命令をするときは、その身分を示す証
明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければ
ならないこととされました。

ニ　警察官の援助
　当該職員は、電磁的記録提供命令をするに際し必要があるときは、
警察官の援助を求めることができることとされました。

ホ　留置の必要がなくなった物件の還付等の手続
　当該職員は、電磁的記録提供命令により提出させた記録媒体につい
て留置の必要がなくなったときは、その返還を受けるべき者にこれを
還付しなければならないこととされました。また、国税庁長官等は、
その記録媒体について、その返還を受けるべき者の住所等がわからな
い等の事由によりこれを還付することができない場合においては、そ
の旨を公告しなければならないこととされ、その公告に係る記録媒体
について公告の日から 6 月を経過しても還付の請求がないときは、こ
れらの物件は、国庫に帰属することとされました。

ヘ　電磁的記録提供命令により移転させた電磁的記録の複写
　当該職員は、電磁的記録提供命令により移転させた電磁的記録につ
いて、その電磁的記録提供命令を受けた者に保管させないこととする
理由がなくなったときは、その者の請求により又は職権で、その者に
対し、その電磁的記録の複写を許さなければならないこととされまし
た。また、国税庁長官等は、その電磁的記録提供命令を受けた者の住
所等がわからない等の事由により電磁的記録の複写の許可をすること
ができない場合においては、その旨の公告をしなければならないこと
とするとともに、その公告の日から 6 月を経過しても複写の請求がな
いときは、その複写をさせることを要しないこととされました。

ト　鑑定の嘱託
　当該職員は、犯則事件を調査するため必要があるときは、学識経験
を有する者に電磁的記録提供命令により提出させた記録媒体又は提供
させた電磁的記録についての鑑定を嘱託することができることとされ
ました。

チ　間接国税に関する犯則事件についての通告処分
　通告処分により納付すべき金額等の範囲に、電磁的記録提供命令に
より提出させた記録媒体の運搬及び保管に要した費用が追加されまし
た。

リ　犯則の心証を得ない場合の通知等
　国税局長等は、間接国税に関する犯則事件を調査し、犯則の心証を
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得ない場合において、電磁的記録提供命令があるときは、その解除を
命じなければならないこととされました。

ヌ　その他の国税犯則調査の手続
　上記イからリに掲げるもののほか、電磁的記録提供命令をする場合
における次の手続の整備が行われました。
イ　通信履歴の電磁的記録の保全要請

　電磁的記録提供命令により電磁的記録を提供させるための通信履
歴の保全要請の手続が整備されました。

ロ　目録の作成等
　電磁的記録提供命令により提出させた記録媒体又は提供させた電
磁的記録に係る目録の作成手続等が整備されました。

ハ　調書の作成
　電磁的記録提供命令に係る調書の作成手続が整備されました。

⑵　許可状等の電子化
①　許可状の電子化

　臨検、捜索、差押え又は電磁的記録提供命令の許可状について、書面
によるほか、電磁的記録によることができることとされました。
　また、これらの許可状が電磁的記録による場合には、裁判官により記
名押印に代わる措置がとられたものでなければならないこととされたほ
か、記載事項及び処分を受ける者に対する表示等について所要の整備が
行われました。

②　通信履歴の電磁的記録の保全要請の電子化
　通信履歴の電磁的記録の保全要請について、書面によるほか、電磁的
記録により求めることができることとされました。

③　目録の作成等の電子化
　領置目録、差押目録又は電磁的記録提供命令により提出させた記録媒
体若しくは提供させた電磁的記録に係る目録について、書面又は電磁的
記録をもって作成し、領置物件若しくは差押物件の所有者、所持者若し
くは保管者若しくは当該電磁的記録提供命令を受けた者又はこれらの者
に代わるべき者に提供しなければならないこととされました。ただし、
電磁的記録をもって作成する目録の提供は、これを受ける者に異議があ
るときは、することができないこととされました。

④　捜索証明書の提供の電子化
　捜索証明書について、書面によるほか、電磁的記録をもって作成する
ものを提供することができることとされました。ただし、電磁的記録を
もって作成する捜索証明書の提供は、これを受ける者に異議があるとき
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は、することができないこととされました。
⑤　調書の作成の電子化

　「質問に係る調書」、「検査、領置又は電磁的記録提供命令に係る調
書」及び「臨検、捜索又は差押えに係る調書」について、書面によるほ
か、電磁的記録をもって作成することができることとされました。また、
その調書が電磁的記録をもって作成されたものである場合には、当該職
員等により署名押印に代わる措置がとられたものでなければならないこ
ととされました。

⑶　検察官への引継手続の整備
　犯則事件の告発について、書面により又は一定の電磁的方法により行い、
調書を添えて、領置物件、差押物件又は電磁的記録提供命令により提出さ
せた記録媒体若しくは提供させた電磁的記録があるときは、これを領置目
録、差押目録又は電磁的記録提供命令により提出させた記録媒体若しくは
提供させた電磁的記録に係る目録とともに検察官に引き継がなければなら
ないこととされました。

2 　国税徴収法の改正
　国税犯則調査手続及び刑事手続の見直しによる電磁的記録提供命令の創設
に伴い、保全差押えの要件について、電磁的記録提供命令を受けた場合（記
録命令付差押えを受けた場合は廃止）が追加されました。
二　特定電子移転財産権の徴収手続の整備
1　特定電子移転財産権の差押手続

　無体財産権等のうち特許権、著作権その他第三債務者等がない財産に係る
権利（権利の移転について登記を要するものを除きます。）であって電子情
報処理組織を用いて移転するもの（以下「特定電子移転財産権」といいま
す。）の差押えは、特定電子移転財産権を徴収職員の管理に移す方法により
行うこととされました。ただし、当該方法によることが困難であるときは、
特定電子移転財産権の権利者（名義人が異なる場合は、名義人を含みます。）
であってこれを他の者の管理に移すことができるものに命じて、特定電子移
転財産権を徴収職員の管理に移させる方法により行うことができることとさ
れました。また、正当な理由がなく、その命令に違反したときは、その違反
行為をした者は、 ３ 年以下の拘禁刑若しくは250万円以下の罰金に処し、又
はこれを併科することとされました。
2 　特定電子移転財産権の差押解除手続

　特定電子移転財産権の差押えを解除したときは、その特定電子移転財産権
を、滞納者の管理に移すことを行わなければならないこととされました。
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3 　換価した特定電子移転財産権の権利移転手続
　換価した特定電子移転財産権の買受人が買受代金を納付したときは、その
特定電子移転財産権を買受人の管理に移さなければならないこととされまし
た。
三　その他納税環境整備関係の改正
1　差押えに係る不動産の売却価額等に相当する額の国税の納付による差押解
除手続の整備
　差押不動産が売却され、かつ、その不動産の差押えの解除について滞納者
から申出があった場合において、次のいずれにも該当するときについては、
その差押えを解除することができることとされました。
⑴　その不動産の売却価額（その売却価額がその申出があった時におけるそ

の不動産の時価に相当するものとして一定の価額を下回る場合にあっては、
その一定の価額）からその差押えに係る国税に先立つ他の国税、地方税そ
の他の債権の合計額を控除した残額に相当する額（その相当する額がその
差押えに係る国税の額を超える場合にあっては、その差押えに係る国税の
額）の国税の納付があったとき。

⑵　国税の徴収上支障がないと認められるとき。
2 　給料等の差押禁止額の引上げ

　給料等の差押禁止の計算の基礎となる金額のうち最低生活費に相当する金
額を、滞納者の給料等に係る債権の支給の基礎となった期間 1 月ごとに10万
7,000円（改正前：10万円）（滞納者と生計を一にする配偶者その他の親族が
あるときは、これらの者 1 人につき 4 万8,000円（改正前： 4 万5,000円）を
加算した金額）に引き上げることとされました。
3 　特定少額資産販売事業者登録制度の創設に伴う税関職員が行う消費税に関
する調査に係る質問検査権の整備
　消費税における特定少額資産販売事業者登録制度の創設に伴い、特定少額
資産販売事業者が行った特定少額資産の譲渡に係る資産以外の資産が特定少
額資産販売事業者により行われた特定少額資産の譲渡に係るものであると誤
認されるおそれのある表示をした仕入書等の輸入者等への交付等に関する税
関職員による消費税の調査に係る質問検査権の規定が整備されました。
4 　Ｇビズ IDとの連携による e-Tax の利便性の向上

⑴　Ｇビズ ID との連携による電子情報処理組織（e-Tax）を使用する方法
により行う申請等
　電子情報処理組織（e-Tax）を使用する方法により申請等を行う法人が、
電子情報処理組織（e-Tax）の利用（ログイン）の際に特定認証（法人共
通認証基盤（Ｇビズ ID に係るシステム）を利用して行われる法人の申請
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等が当該法人に係るものであることの認証のうち国税庁長官が定めるもの
をいいます。以下同じです。）を受ける場合には、識別符号（ID）及び暗
証符号（パスワード）（以下「e-Tax 用 ID・PW」といいます。）を入力
すること並びにその申請等の情報に電子署名を行うこと及びその電子署名
に係る電子証明書を送信することを要しないこととされました。

⑵　電子情報処理組織（e-Tax）を使用する方法により申請等を行う場合の
氏名又は名称を明らかにする措置の拡充
　電子情報処理組織（e-Tax）を使用する方法により申請等を行う場合の
氏名又は名称を明らかにする措置に、「電子情報処理組織（e-Tax）の利
用（ログイン）の際に特定認証を受けて、申請等を行うこと」が追加され
ました。

⑶　Ｇビズ ID との連携による電子情報処理組織（e-Tax）を使用する方法
により行う国税の納付手続
　電子情報処理組織（e-Tax）を使用する方法により国税の納付を行う法
人が、電子情報処理組織（e-Tax）の利用（ログイン）の際に特定認証を
受ける場合には、e-Tax 用 ID・PW を入力することを要しないこととさ
れました。

5 　事業性融資の推進等に関する法律の施行に伴う交付要求手続の整備
　交付要求に係る強制換価手続が企業価値担保権の実行手続であるときは、
質権者等に対してその交付要求をした旨の通知をすることを要しないことと
されました。
6 　学校教育法の改正に伴う税理士試験の受験資格の要件の整備

　学校教育法の改正に伴い、税理士試験（税法に属する科目の試験に限りま
す。）の受験資格を得ることができる大学を卒業した者と同等以上の学力が
あると認められた者で専修学校において社会科学に属する科目を修めたもの
のその専修学校の範囲について、「特定専門課程」に限ることとされました。

地方税法等の改正

1　個人住民税
⑴　令和 9 年度以後の各年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について、

同一生計配偶者及び扶養親族の前年の合計所得金額要件を62万円以下（改
正前：58万円以下）とすることとされました。

⑵　令和10年度以後の各年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について、
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ひとり親控除の額を33万円（改正前：30万円）とすることとされました。
⑶　都道府県又は市区町村（②③④において「都道府県等」といいます。）

に対する寄附金に係る寄附金税額控除について、以下の措置を講ずること
とされました。
①　特例控除額の控除限度額を、所得割額の20％に相当する金額と次に掲

げる金額とのいずれか低い金額とされました。
イ　道府県民税　77万 2 千円（所得割の納税義務者が指定都市の区域内

に住所を有する場合には、38万 6 千円）
ロ　市町村民税　115万 8 千円（所得割の納税義務者が指定都市の区域

内に住所を有する場合には、154万 4 千円）
②　総務大臣による特例控除対象寄附金の対象となる都道府県等の指定に

係る基準（④において「指定基準」といいます。）に、次に掲げる基準
その他都道府県等による寄附金の使途に係る基準に適合するものである
ことを加えることとされました。
イ　都道府県等が指定対象期間において受領する寄附金の合計額から当

該指定対象期間における募集に要する費用を控除して得た額（ロにお
いて「寄附金活用可能額」といいます。）が当該寄附金の合計額の60
％に相当する金額以上であること。

ロ　寄附金活用可能額の使途に関する事項について、公表すること。
③　総務大臣は、指定を取り消すときは、指定の取消しを受ける都道府県

等について、 3 年以内の期間を定めて指定を行わない旨の決定をしなけ
ればならないこととされました。

④　総務大臣は、指定をした都道府県等が指定対象期間の初日前 4 年以内
に指定基準に適合していなかったと認めるときは、指定を取り消すこと
ができることとされました。

⑷　利子割について、以下の措置を講ずることとされました。
①　道府県は、当該道府県に納入された利子割額に相当する額に一定の率

を乗じて得た額を、各道府県ごとの利子割清算基準額に応じて按分し、
当該按分した額のうち他の道府県に係る額を他の道府県に対し、それぞ
れ支払うものとされました。

②　他の道府県に対し支払うべき金額と他の道府県から支払を受けるべき
金額は、関係道府県間で、それぞれ相殺するものとされました。

③　利子割清算基準額は、各道府県ごとに、当該道府県内に住所を有する
個人に係る所得の金額に相当する金額として一定の方法により算定した
額で当該年度の初日の属する年の前年前 3 年内の各年に係るものを平均
した額とされました。
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⑸　所得割の納税義務者が、自己の同族会社である法人との合計で株式等の
保有割合が 3 ％以上となる内国法人から支払を受ける上場株式等の配当等
について、引き続き総合課税の対象とした上で、配当割の対象とすること
とされました。

⑹　所得税において源泉徴収を要しない公的年金等の支払を受ける一定の公
的年金等受給者について、公的年金等受給者の扶養親族等申告書を提出す
るものとされました。

⑺　住宅借入金等特別税額控除について、以下の措置を講ずることとされま
した。
①　適用期限を令和25年度分の個人の道府県民税及び市町村民税並びに居

住年が令和12年であるものまで延長する等所要の措置を講ずることとさ
れました。

②　居住年が平成28年から令和 7 年までの各年である場合に係る控除限度
額の計算上用いる所得税の課税総所得金額等について、前年分の所得税
に係る基礎控除の額から48万円を控除して得た額を加算することとされ
ました。

⑻　非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税
措置について、上場株式等を受け入れる非課税口座につき契約不履行等事
由が生じた場合、当該契約不履行等事由による当該非課税口座の廃止の際、
当該非課税口座内の上場株式等の配当等の支払及び譲渡があったものとし
て配当割及び株式等譲渡所得割を課することとされました。

⑼　所得割の納税義務者が特定暗号資産の譲渡をした場合には、当該特定暗
号資産の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得については、他の所得
と分離して道府県民税 2 ％、市町村民税 3 ％（当該納税義務者が指定都市
の区域内に住所を有する場合には、道府県民税 1 ％、市町村民税 4 ％）の
税率により申告を通じて所得割を課することとされました。また、所得割
の納税義務者の前年前 3 年内の各年に生じた特定暗号資産の譲渡に係る損
失の金額は、当該納税義務者の特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額を限
度として、当該特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額の計算上控除するこ
ととされました。

2 　地方法人課税（法人住民税・法人事業税）
⑴　一般送配電事業者の収入割の課税標準である収入金額を算定する場合に

おいて控除される収入金額の範囲に、令和 8 年 4 月 1 日から令和11年 3 月
31日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、当該一般送配電事
業者が広域系統整備計画に定める電気工作物の整備又は更新の実施（以下

「地域間連系線の整備等」といいます。）を行う他の一般送配電事業者又は
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送電事業者に地域間連系線の整備等に必要な費用として支払うべき金額に
相当する収入金額を追加する課税標準の特例措置を講ずることとされまし
た。

⑵　銀行等保有株式取得機構に係る資本割の課税標準の特例措置を、必要な
経過措置を講じた上、廃止することとされました。

⑶　電気供給業における発電側課金相当分を控除する収入割の課税標準の特
例措置について、その適用期限を令和11年 3 月31日まで 3 年延長すること
とされました。

⑷　電気供給業に係る託送料金を控除する収入割の課税標準の特例措置につ
いて、その適用期限を令和11年 3 月31日まで 3 年延長することとされまし
た。

⑸　株式会社東日本大震災事業者再生支援機構に係る資本割の課税標準の特
例措置について、その適用期限を令和13年 3 月31日まで 5 年延長すること
とされました。

⑹　給与等の支給額が増加した場合の付加価値割の課税標準の特例措置につ
いて、次の措置を講ずることとされました。
①　適用対象を常時使用する従業員の数が 2 千人以下である法人に限るこ

ととされました。
②　適用要件を継続雇用者給与等支給額の継続雇用者比較給与等支給額に

対する増加割合が 4 ％以上（改正前： 3 ％以上）であることとされまし
た。

⑺　特定生産性向上設備等を取得した場合の法人税額の特別税額控除の創設
に伴い、特別償却制度を法人住民税及び法人事業税に、税額控除制度を中
小企業者等に係る法人住民税に適用することとされました。

⑻　国税の研究開発税制の拡充等を踏まえ、地方税においても、見直し後の
税額控除制度を中小企業者等に係る法人住民税に適用すること等とされま
した。

⑼　国税の地方拠点強化税制の見直しを踏まえ、地方税においても、見直し
後の特別償却制度を法人住民税及び法人事業税に、税額控除制度を中小企
業者等に係る法人住民税に適用することとし、その適用期限を令和10年 3
月31日まで 2 年延長することとされました。また、雇用促進税制について
は、国税の廃止に伴い、法人住民税についても廃止することとされました。

⑽　国税のカーボンニュートラルに向けた投資促進税制の見直しを踏まえ、
地方税においても、見直し後の特別償却制度を法人住民税及び法人事業税
に、税額控除制度を中小企業者等に係る法人住民税に適用することとし、
その適用期限を令和10年 3 月31日まで 2 年延長することとされました。
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3 　地方消費税
　事業者がデジタルプラットフォームを介して行う一定の資産の譲渡のうち、
第二種プラットフォーム事業者を介してその対価を収受するものについては、
第二種プラットフォーム事業者が行ったものとみなすほか、所要の規定の整
備を行うこととされました。
4 　不動産取得税

⑴　不動産取得税に係る免税点の見直し
　免税点について、土地の取得にあっては16万円（改正前：10万円）に、
家屋の取得のうち、建築に係るものにあっては66万円（改正前：23万円）、
その他のものにあっては34万円（改正前：12万円）に引き上げることとさ
れました。

⑵　税負担軽減措置等の創設
　診療所の開設者又は管理者が重点医師偏在対策支援区域のうち一定の区
域において取得する診療所の用に供する一定の不動産について、当該取得
が令和10年 3 月31日までに行われたときに限り、当該不動産の価格の 2 分
の 1 に相当する額を価格から控除する課税標準の特例措置を講ずることと
されました。

⑶　税負担軽減措置等の拡充等
①　住宅の建築に係る課税標準の特例措置及び新築住宅用土地に係る税額

の減額措置について、特例措置の対象となる住宅の床面積要件の下限を
40㎡以上に引き下げること等所要の措置を講ずることとされました。

②　耐震基準適合既存住宅に係る課税標準の特例措置及び耐震基準適合既
存住宅等用土地に係る税額の減額措置について、特例措置の対象となる
住宅の床面積要件の下限を40㎡以上に引き下げること等所要の措置を講
ずることとされました。

③　マンション建替事業等により取得される特定要除却認定マンション等
に係る非課税措置について、適用対象を追加した上、その適用期限を令
和10年 3 月31日まで 2 年延長することとされました。

④　新築の認定長期優良住宅に係る課税標準の特例措置について、所要の
措置を講じた上、その適用期限を令和13年 3 月31日まで 5 年延長するこ
ととされました。

⑷　税負担軽減措置等の延長
①　高速道路株式会社及び（独）日本高速道路保有・債務返済機構が事業

の用に供する不動産に係る非課税措置の適用期限を令和18年 3 月31日ま
で10年延長することとされました。

②　鉄道事業再構築事業により鉄道事業者が譲渡を受けた一定の不動産に
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係る非課税措置の適用期限を令和10年 3 月31日まで 2 年延長することと
されました。

③　まちづくり GX の推進に向けた都市緑地保全の更なる推進のための非
課税措置の適用期限を令和10年 3 月31日まで 2 年延長することとされま
した。

④　公益社団法人2025年日本国際博覧会協会（以下「博覧会協会」といい
ます。）が取得する国際博覧会に関する条約の適用を受けて令和 7 年に
開催される国際博覧会（以下「博覧会」といいます。）の会場内におい
て博覧会の用に供する家屋又は博覧会の会場の周辺における交通を確保
するために設置する家屋に係る非課税措置について、博覧会協会がこれ
らの家屋を所有しているときに取得者とみなす日を令和10年 3 月 1 日

（改正前：博覧会の終了の日から 6 月を経過する日）とされました。
⑤　新築住宅を宅地建物取引業者等が取得したものとみなす日を住宅新築

の日から 1 年（本則 6 月）を経過した日に緩和する特例措置の適用期限
を令和13年 3 月31日まで 5 年延長することとされました。

⑥　新築住宅特例が適用される住宅用土地に係る税額の減額措置について、
土地取得後の住宅新築までの経過年数要件を緩和する特例措置の適用期
限を令和13年 3 月31日まで 5 年延長することとされました。

⑦　高規格堤防の整備に係る事業の用に供された土地の上に取得した代替
家屋に係る課税標準の特例措置の適用期限を令和10年 3 月31日まで 2 年
延長することとされました。

⑧　中小事業者等が認定経営力向上計画に従って事業譲渡を受けた不動産
に係る課税標準の特例措置の適用期限を令和10年 3 月31日まで 2 年延長
することとされました。

⑨　地域医療構想に基づき再編を行った医療機関に係る課税標準の特例措
置の適用期限を令和10年 3 月31日まで 2 年延長することとされました。

⑸　税負担軽減措置等の合理化
①　都市再生特別措置法に規定する認定事業者が特定都市再生緊急整備地

域・都市再生緊急整備地域において取得する公共施設等に係る課税標準
の特例措置について、事業区域の全部又は一部が同法に規定する特定都
市再生緊急整備地域の区域内にある認定事業にあっては一定のものに限
定した上、その適用期限を令和11年 3 月31日まで 3 年延長することとさ
れました。

②　東日本大震災による被災代替家屋の取得に係る課税標準の特例措置に
ついて、適用対象を東日本大震災により滅失し、又は損壊した家屋（③
において「被災家屋」といいます。）で福島県の区域内に所在し、又は
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所在していたものに限定した上、その適用期限を令和11年 3 月31日まで
3 年延長することとされました。

③　東日本大震災による被災代替土地の取得に係る課税標準の特例措置に
ついて、適用対象を被災家屋の敷地の用に供されていた土地が福島県の
区域内にあるものに限定した上、その適用期限を令和11年 3 月31日まで
3 年延長することとされました。

⑹　税負担軽減措置等の廃止
　東日本大震災による被災代替農用地の取得に係る課税標準の特例措置が
廃止されました。

5 　軽油引取税
　軽油引取税の税率の特例措置を廃止するほか、所要の規定の整備が行われ
ました。
6 　自動車税・軽自動車税

⑴　令和 8 年 4 月 1 日に自動車税の環境性能割を廃止し、改正前の種別割を
自動車税とするほか、所要の規定の整備が行われました。

⑵　令和 8 年 4 月 1 日に軽自動車税の環境性能割を廃止し、改正前の種別割
を軽自動車税とするほか、所要の規定の整備が行われました。

⑶　グリーン化特例について、所要の規定の整備を行った上、その適用期限
を令和10年 3 月31日まで 2 年延長することとされました。

7 　固定資産税・都市計画税
⑴　固定資産税に係る免税点の見直し

　免税点について、家屋は30万円（改正前：20万円）に、償却資産にあっ
ては180万円（改正前：150万円）に引き上げることとされました。

⑵　税負担軽減措置等の創設
　令和 6 年能登半島地震により、住宅用地特例の適用を受けていた土地に
ついて、令和 8 年度又は令和 9 年度分の固定資産税及び都市計画税につい
ても、引き続き住宅用地とみなす特例措置を設けることとされました。

⑶　税負担軽減措置等の拡充等
①　物流効率化法の認定計画に基づき取得した倉庫等に係る課税標準の特

例措置について、対象資産の見直し等を行った上、その適用期限を令和
10年 3 月31日まで 2 年延長することとされました。

②　都市再生特別措置法に規定する認定事業者が特定都市再生緊急整備地
域・都市再生緊急整備地域において取得する公共施設等に係る課税標準
の特例措置について、対象施設等を見直した上、その適用期限を令和11
年 3 月31日まで 3 年延長することとされました。

③　再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例措置について、適
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用対象等の見直しを行った上、その適用期限を令和11年 3 月31日まで 3
年延長することとされました。

④　農地中間管理機構が新たに農地中間管理権を取得した農地に係る課税
標準の特例措置について、適用対象等の見直しを行った上、その適用期
限を令和10年 3 月31日まで 2 年延長することとされました。

⑤　農業協同組合等が認定就農者に利用させるために取得した償却資産に
係る課税標準の特例措置について、適用対象に農地中間管理機構が取得
する一定の機械装置等を加えた上、その適用期限を令和10年 3 月31日ま
で 2 年延長することとされました。

⑥　一体型滞在快適性等向上事業の用に供する固定資産に係る課税標準の
特例措置について、対象資産を追加した上、その適用期限を令和10年 3
月31日まで 2 年延長することとされました。

⑦　新築住宅に係る税額の減額措置について、特例措置の対象となる住宅
の床面積要件の下限を40㎡以上に引き下げること等の見直しを行った上、
その適用期限を令和13年 3 月31日まで 5 年延長することとされました。

⑧　新築の認定長期優良住宅に係る税額の減額措置について、特例措置の
対象となる住宅の床面積要件の下限を40㎡以上に引き下げること等の見
直しを行った上、その適用期限を令和13年 3 月31日まで 5 年延長するこ
ととされました。

⑨　高規格堤防の整備に伴う建替家屋に係る税額の減額措置について、特
例措置の対象となる家屋の床面積要件の下限を40㎡以上に引き下げるこ
と等の見直しを行った上、その適用期限を令和10年 3 月31日まで 2 年延
長することとされました。

⑩　耐震改修を行った住宅に係る税額の減額措置について、特例措置の対
象となる住宅の床面積要件の下限を40㎡以上に引き下げること等の見直
しを行った上、その適用期限を令和13年 3 月31日まで 5 年延長すること
とされました。

⑪　バリアフリー改修工事を行った住宅に係る税額の減額措置について、
特例措置の対象となる住宅の床面積要件の下限を40㎡以上に引き下げる
こと等の見直しを行った上、その適用期限を令和13年 3 月31日まで 5 年
延長することとされました。

⑫　省エネ改修工事を行った住宅に係る税額の減額措置について、特例措
置の対象となる住宅の床面積要件の下限を40㎡以上に引き下げること等
の見直しを行った上、その適用期限を令和13年 3 月31日まで 5 年延長す
ることとされました。

⑬　バリアフリー改修が行われた劇場や音楽堂に係る税額の減額措置につ
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いて、適用資産の見直し等を行った上、その適用期限を令和11年 3 月31
日まで 3 年延長することとされました。

⑷　税負担軽減措置等の延長
①　高速道路株式会社及び（独）日本高速道路保有・債務返済機構が事業

の用に供する固定資産に係る非課税措置について、その適用期限を令和
18年 3 月31日まで10年延長することとされました。

②　国内路線に就航する航空機に係る課税標準の特例措置について、その
適用期限を令和10年 3 月31日まで 2 年延長することとされました。

③　浸水防止用設備に係る課税標準の特例措置について、その適用期限を
令和11年 3 月31日まで 3 年延長することとされました。

④　浸水被害軽減地区の指定を受けた土地に係る課税標準の特例措置につ
いて、その適用期限を令和11年 3 月31日まで 3 年延長することとされま
した。

⑤　耐震改修が行われた要安全確認計画記載建築物等に係る税額の減額措
置について、その適用期限を令和11年 3 月31日まで 3 年延長することと
されました。

⑸　税負担軽減措置等の整理合理化
①　公害防止用設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、適

用対象の見直しを行った上、その適用期限を令和10年 3 月31日まで 2 年
延長することとされました。

②　地震防災対策の用に供する償却資産に係る課税標準の特例措置につい
て、適用要件の見直しを行った上、その適用期限を令和11年 3 月31日ま
で 3 年延長することとされました。

③　バイオ燃料製造設備に係る課税標準の特例措置について、適用対象等
の見直しを行った上、その適用期限を令和10年 3 月31日まで 2 年延長す
ることとされました。

④　東日本大震災に係る被災代替住宅用地に係る特例措置について、被災
住宅用地の所在地を福島県に見直した上、その適用期限を令和11年 3 月
31日まで 3 年延長することとされました。

⑤　東日本大震災に係る被災代替家屋の税額の減額措置について、被災家
屋の所在地を福島県に見直した上、その適用期限を令和11年 3 月31日ま
で 3 年延長することとされました。

⑹　税負担軽減措置等の廃止
①　日本貨物鉄道株式会社が取得した新規製造車両に係る課税標準の特例

措置が廃止されました。
②　東日本大震災に係る被災代替償却資産の課税標準の特例措置が廃止さ
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れました。
8 　事業所税

　特定農産加工業経営改善等臨時措置法に基づく事業用施設に係る資産割の
特例措置について、以下の措置を講ずることとされました。
⑴　特例措置の対象を令和10年 3 月31日までに承認を受けた経営改善措置等

に関する計画に従って実施する事業の用に供する一定の施設とすることと
されました。

⑵　適用期間を当該事業が法人の事業である場合には経営改善措置等に関す
る計画の承認を受けた日から 5 年を経過する日以後に最初に終了する事業
年度分まで、当該事業が個人の事業である場合には経営改善措置等に関す
る計画の承認を受けた日から 5 年を経過する日の属する年分までとするこ
ととされました。

9 　国民健康保険税
　特定暗号資産に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例につい
て、個人住民税において、特定暗号資産の譲渡による事業所得、譲渡所得及
び雑所得に申告分離課税が導入されることに伴う、所要の規定の整備が行わ
れました。
10　納税環境整備

⑴　地方税犯則調査手続等について、国税犯則調査手続のデジタル化に係る
対応を踏まえ、所要の見直しが行われました。

⑵　特定電子移転財産権の徴収手続の整備について、国税徴収法の規定の例
により行う特定電子移転財産権の移転命令について命令違反に対する罰則
規定を設けることとされました。

⑶　国税・地方税の情報連携について、個人住民税等について、国税・地方
税当局間においてオンラインで双方向に照会及び回答を行うことができる
オンライン照会機能を eLTAX に実装するため、所要の規定の整備を行う
こととされました。

⑷　ダイレクト納付の利便性の向上について、個人住民税等の一部の税目に
ついて、eLTAX に自動ダイレクト機能を導入するため、所要の規定の整
備を行うこととされました。
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